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４－Ａ 知床世界自然遺産候補地管理計画 
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１．はじめに 
 知床世界自然遺産候補地（以下「候補地」という。）とその周辺海域は、北半球におけ

る流氷の南限とされ、流氷とともにもたらされる大量のプランクトンを食物連鎖の基礎

として、多種多様な生物が生息・生育する地域である。 

 知床に生息するシロザケ、カラフトマス、サクラマス、オショロコマは、海と川を行

き来し、これを餌とするヒグマやシマフクロウ、オオワシ、オジロワシといった大型哺

乳類や絶滅のおそれのある猛禽類をはじめ海棲哺乳類、海鳥など知床に生息する様々な

生きものを育み、また北方系と南方系の動植物が混生するなど、海域と陸域の自然環境

が密接に影響し合い、豊かな生態系を形づくっている。また、火山活動により形成され

た急峻な知床連山、山麓を覆う原生的な森林、切り立つ海岸断崖、多様な湿原・湖沼群

など様々な景観が凝縮され、優れた自然美を有している。 

 このように世界的にもたぐいまれな生態系や景観を有する知床の自然環境を人類共有

の資産と位置付け、より良い形で後世に引き継いでいくものとする。 

 

２．目的 
 知床を世界自然遺産に推薦するに当たり、極めて多様かつ特異な価値を有する候補地

の自然環境を将来にわたり適正に保全・管理していくことを目的として、知床世界自然

遺産候補地管理計画（以下、「管理計画」という。）を策定する。 

管理計画は、候補地の保全に係る各種制度を所管する関係行政機関（環境省、林野庁、

文化庁、北海道）及び地元自治体（斜里町、羅臼町）、並びにその他の関係行政機関、漁

業・観光関係の団体をはじめ候補地の保全・管理や利用に密接な関わりを持つ団体（以

下「関係団体」という。）等が、相互に緊密な連携・協力を図ることにより、候補地を適

正かつ円滑に管理するため、各種制度の運用及び各種事業の推進等に関する基本的な方

針を明らかにする。 

 

３．候補地の概要 

（１）位置 
 候補地は、オホーツク海と根室海峡に接した北海道東北端にある半島に含まれ、北緯

43度56分58秒より44度21分08秒、東経144度57分57秒より145度23分02秒に位置している。 

関係する市町村は、北海道斜里郡斜里町及び目梨郡羅臼町である。 

（２）面積等 
 候補地の面積は約 56,100ha（うち海域面積約 7,400ha）である。 

 候補地の範囲は、自然環境や社会環境の特性と保護地域制度等に基づく保護の状況を

踏まえ、次のとおり設定した。 

 候補地のうち核心地域は、知床半島の脊梁部を軸として斜里町側は一部海岸線まで広

がる面積約 34,000ha の区域である。区域内は、主に遠音別岳原生自然環境保全地域、知
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床国立公園特別保護地区及び同第１種特別地域、知床森林生態系保護地域保存地区並び

に国指定知床鳥獣保護区特別保護地区によって占められている。 

 また緩衝地域は、核心地域の周辺及び海岸線（汀線）から沖合１km の海域を含む面積

約 22,100ha の区域（うち海域面積約 7,400ha）である。区域内は、知床国立公園特別保

護地区、第１、２、３種特別地域及び普通地域、知床森林生態系保護地域保全利用地区

並びに国指定知床鳥獣保護区によって占められている。 

（３）総説 
 候補地は、日本の中で原生的な自然環境が保全されている数少ない貴重な地域であり、

火山活動などによって形成された急峻な山々、切り立つ絶壁が、今日まで豊かな自然を

開発から守り、多くの野生生物を育んできた。 

世界で最も低緯度に位置する季節海氷域の特徴を反映した海洋生態系は、陸上生態系

と連続することによって複合生態系を形成しており、候補地はその仕組みを示す顕著な

見本である。流氷がもたらす栄養分によってアイス・アルジー（氷に付着した藻類）な

どの植物プランクトンが大量に増殖し、それを出発点とした魚類、鳥類、哺乳類などの

食物連鎖は、海－川－森の各生態系にわたるダイナミックな食物連鎖網を形成している。

さらに、動物、植物ともに北方系と南方系の両系の種が混在するなど、地理的位置と多

様な自然環境を背景として特異な種組成、分布がみられ、また、シマフクロウ、オオワ

シ、オジロワシなどの国際的希少種の重要な繁殖地や越冬地となっており、これらの種

の存続に不可欠な地域である。また、四季の変化の大きい原生的な景観は、優れた自然

美を有している。 

 候補地は環境省及び林野庁により各種の保護地域（遠音別岳原生自然環境保全地域、

知床国立公園、知床森林生態系保護地域、国指定知床鳥獣保護区）が指定されており、

自然環境の保全が担保され、原生的な自然環境が人為により破壊されることなく残され

ている。 

（４）自然環境 
ア．地形・地質 

 候補地が位置する知床半島はオホーツク海の南端に突出した、長さ約 70 km、基部の

幅が 25 km の狭長な半島であり、西側がオホーツク海、東側が根室海峡となっている。

半島の中央部を最高峰の羅臼岳（標高 1,661 ｍ）をはじめとする標高 1,500ｍを超える

山脈が縦走しており、一部に海岸段丘が見られるほかは稜線から海岸まで平地がほとん

ど見られない急峻な半島である。半島はプレート運動や火山活動、海食など多様な地形

形成作用により造られ、奇岩や海食崖、火山地形などの多様な景観が形成されている。

現在も活動中の火山のうち、知床硫黄山（標高 1,563ｍ）は昭和 11 年（1936 年）に溶融

硫黄を 8ヶ月間にわたって噴出し、国際的に注目された火山である。 

イ．気候 

 候補地の気候は、海洋の影響を強く受けている。また、知床連山の存在は半島の東西

の気候に影響を及ぼし、気温や降水量に大きな地域差が生じている。羅臼側は、夏期に

は湿気を含んだ海からの南東風が知床連山に当たるため、雨が多く、海霧により低温に

なる。冬期には海洋性気候の影響により比較的降雪が多く、気温も斜里側と比較すると

高い。一方、斜里側は、夏期には知床連山の北でフェーン現象と宗谷海流の影響により

高温地域になり、降水量が少ない。冬期には北西季節風の影響に加えて、流氷による太

陽光線の反射や海水からの熱放出遮断効果によって気温が低下する。 
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ウ．流氷 

オホーツク海は、地形的・地理的条件により流氷ができる海洋として世界で最も低緯

度に位置する季節海氷域である。これは、オホーツク海が表層と中層以深の塩分濃度が

著しく異なる二重の海洋構造を形成していること、周囲を陸で囲まれ、外海との海水の

交換が極めて少ないこと、シベリアの寒気が吹き抜けるため海水が効率的に冷却される

こと、という特異な条件がそろうためである。また、候補地及び周辺地域はオホーツク

海で形成された流氷が接岸する最南端の地であり、この流氷は植物プランクトンを育み、

それを餌とする動物プランクトン、さらに高次消費者である魚類や海棲哺乳類、陸上の

生物にまでつながる食物連鎖網を支えている。 

エ．植物 

 候補地の植生の大半は、現在でも原生的な状態が維持されている。海岸から山頂まで

の標高差は約 1,600m にすぎないが、比較的低い標高域から高山帯の植生であるハイマツ

低木林や高山植物群落が発達し、多様な植生が垂直的に分布している。海岸には、断崖

とその周辺の土壌未発達地を中心に高山帯・寒帯から亜高山帯・亜寒帯の植物が主体と

なる群落が成立する。低標高地の森林はミズナラやイタヤカエデなどからなる冷温帯性

落葉広葉樹林、トドマツやアカエゾマツなどからなる亜寒帯性常緑針葉樹林とこれらが

混生した針広混交林がモザイク的に併存する。また、森林限界に近づくと、ハイマツ低

木林が広く発達している。高山植生は比較的低い標高範囲にあるにもかかわらず多様な

植物群落から構成され、美しく見事な景観を形成している。 

 また植物相は北方系と南方系の植物が混在して豊かである。陸上維管束植物では高山

植物に北方系の種が多いことに加え、高山植物以外にも南方系の種が混在するため、多

様な植物相を形成している。知床半島の陸上の維管束植物相は 104 科 817 種からなり、

そのうち 4 分の１を上回る 233 種が高山植物となっている。この中には、知床半島固有

種のシレトコスミレやチシマコハマギクなどの希少種を含む。知床半島沿岸海域は、オ

ホーツク海唯一の暖流である宗谷海流の影響により、千島列島やサハリンにも分布域を

持つ寒流系の海藻と北海道以南に分布域を持つ暖流系の海藻の両系が見られ、季節海氷

域でありながら、暖流系の海藻を多く含む点で特異な海藻相となっている。海藻は羅臼

沿岸及びウトロ周辺で 134 種が記録されている。この中には、分布域の狭い特産種のア

ツバスジコンブ等も含まれている。 

オ．動物 

 候補地の動物相は、サハリンから渡ってきた北方由来の種と、本州から渡ってきた南

方由来の種とが共存しているため、多様性に富んでいる。また、候補地は手つかずの原

生的な自然が残されているため、かつて北海道に広く生息していた陸上哺乳類、鳥類の

ほとんどすべての種が生息している。 

 このうち、哺乳類は、陸上哺乳類 35 種、海棲哺乳類 28 種の生息が知床半島及びその

沿岸海域で確認されている。これらの中にはトウキョウトガリネズミ、ヒメホオヒゲコ

ウモリ、トドといった国際的に希少な種も含まれる。また、ヒグマやエゾシカといった

大型種が高密度で生息していることは、知床半島が陸上哺乳類にとって質の高い生息地

となっていることを表している。特にヒグマは世界有数の高密度状態で維持されている。

さらに、知床半島沿岸海域は海棲哺乳類にとって越冬、摂餌、繁殖のために重要な場所

となっている。 

 鳥類は、国際的な希少種であるシマフクロウ、オオワシ、オジロワシ等を含む 264 種

が知床半島で記録されている。また候補地内では、これまで学術上貴重な天然記念物に
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指定されているシマフクロウ、オジロワシ及びクマゲラの繁殖やオオワシの越冬が確認

されている。 

 魚類は、淡水魚類 42 種、海水魚類 223 種が知床半島及び知床半島沿岸海域で確認され

ている。知床半島沿岸海域は、北方系魚類を主とする海域であるが、オホーツク海で唯

一の暖流である宗谷海流の影響により熱帯・亜熱帯海域に主に分布している南方系魚類

が多く見られ、オホーツク海のなかでも特異な海域となっている。 

 この他、爬虫類７種、両生類３種、昆虫類 2,500 種以上の生息が知床半島で報告され

ている。 

（５）社会環境 
ア．歴史 

 厳しい自然環境による開発の難しさと、地域住民を含めた高い自然保護意識に支えら

れ、候補地の自然は原生的な状態を今日まで保ってきた。 

 知床半島には、数千年にさかのぼる先史時代の遺跡が数多く残されている。アイヌの

人々は、シマフクロウやヒグマ、シャチなどを神と崇め、豊かな自然を大切にした文化

を育んだ。斜里側では大正時代から入植が数度試みられたが、自然環境・社会環境の厳

しい条件が重なり、昭和 41年（1966年）までに開拓者はすべてその土地を離れた。こ
れと相前後して、自然保護の動きが強まり、昭和 39年（1964年）に知床国立公園に指
定されたのをはじめとして、遠音別岳原生自然環境保全地域、知床森林生態系保護地域、

国指定知床鳥獣保護区の指定など数々の保護地域制度が適用された。また、昭和 52 年
（1977年）には開拓跡地を乱開発から守り森林に復元することを目的として、住民と自
治体が主体となった「しれとこ 100平方メートル運動」がスタートした。 
イ．利用状況 

 候補地の多くの面積を占める知床国立公園及び周辺地域では、現在、年間約 230 万人

の利用者が訪れている。中でも、知床五湖、幌別、カムイワッカ、知床峠及び羅臼温泉

は利用頻度が高く、知床五湖には年間約 50 万人が自然探勝を目的に訪れている。 

 利用形態は、従来から見られる大型バスによる周遊や観光船による遊覧等の団体での

観光周遊や探勝利用だけでなく、近年は登山、トレッキング、シーカヤック等の体験型

利用が増加してきており、質的に変化してきているうえ、多様化が進んでいる。 

ウ．一次産業 

 候補地の大半を占める国有林は、そのほとんどが知床森林生態系保護地域の指定地又

は見込地であり、木材生産を目的とした森林施業は行われていない。 

また、地域の主要な産業である水産業については、生産力の高い豊かな海に支えられ、

サケ、マス、コンブなどの水産資源の持続可能な利用が図られている。 

エ．土地所有形態 

 候補地の土地所有形態は、林野庁所管の国有林が約 95 パーセントを占めており、残り

はその他の国有地、北海道有地、斜里町及び羅臼町有地、私有地である。 

 

４．管理の枠組み 

（１）基本方針 
 候補地が有する世界自然遺産としての価値を将来にわたって維持していくことを目標
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として、以下に掲げる既存の各種制度を適正に運用し、陸域から海域にわたる候補地全

体の一体的な管理を行う。また、それぞれの制度を所管する行政機関や地元自治体、そ

の他の関係行政機関による緊密な連携・協力と地域住民や関係団体、専門家の幅広い参

加・協力などにより、候補地の効果的かつより一層質の高い管理が推進されるよう努め

る。 

（２）保護地域制度等の概要 
 候補地は、原生自然環境保全地域、国立公園の特別保護地区、特別地域及び普通地域、

森林生態系保護地域の保存地区及び保全利用地区並びに国指定鳥獣保護区、特別保護地

区及び特別保護指定区域等として、以下のとおり保護を図っている。 

また、候補地内には、ヒグマ、シマフクロウ、オオワシ、オジロワシ等の野生動物が

生息しており、これらの野生動物の一部は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律及び文化財保護法に基づき保護されている。 

漁業に関しては、国内法令や規則、漁業者の自主的な取組等により、水産資源の持続可

能な利用が図られている。 
ア．原生自然環境保全地域 

 「原生自然環境保全地域」は、人の活動によって影響を受けることなく原生状態を保

持し、一定のまとまりを有している土地の区域で、当該区域の自然環境を保全すること

が特に必要な地域について、環境大臣が「自然環境保全法」に基づき指定及び管理する

地域である。 

 同法に基づき、昭和 55 年（1980 年）2月に遠音別岳周辺が知床国立公園の区域から除

外され、「遠音別岳原生自然環境保全地域」に指定された。この原生自然環境保全地域の

全域が候補地に含まれている。 

 原生自然環境保全地域においては、学術研究等特別の事由による場合を除き、工作物

の新改増築や木竹の伐採等に加え、動植物の採捕、落葉落枝の採取やたき火など当該地

域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある行為が禁止されている。 

イ．国立公園 

 「国立公園」は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、

もって国民の保健、休養及び教化に資することを目的として、環境大臣が「自然公園法」

に基づき指定及び管理する地域である。 

 同法に基づき、昭和 39 年（1964 年）6 月に「知床国立公園」に指定された地域のす
べてが、候補地に含まれている。公園の保護及び利用上重要な地域であって工作物の新

改増築、木竹の伐採等の行為は環境大臣の許可が必要とされている「特別地域」、及び公

園の核心的部分を厳正に保護する地域であって工作物の新改増築や木竹の伐採等に加え、

動植物の採捕、落葉落枝の採取やたき火等の行為についても環境大臣の許可が必要とさ

れ、より厳正に保護が行われている「特別保護地区」、並びに海面の埋め立て等の行為に

環境大臣への届出が必要とされる「普通地域」がそれぞれ国立公園の保護規制計画に基

づき指定され、この地域区分に応じて規制されている。また、自然環境を保全しつつ、

その適正な利用を図るため、国立公園の利用施設計画に基づき、歩道やビジターセンタ

ー等の整備が行われている。 
ウ．森林生態系保護地域 

 「森林生態系保護地域」は、我が国の森林帯を代表する原生的な天然林が相当程度ま

とまって存在する地域を保存することによって、森林生態系からなる自然環境の維持、
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動植物の保護、遺伝資源の保存、森林施業・管理技術の発展、学術研究等に資すること

を目的として、林野庁が「国有林野の管理経営に関する法律」に基づき、計画的に国有

林野の管理経営を行う中で、地域毎の具体的な管理経営の計画策定に係る細部事項を定

めた「国有林野管理経営規程」により策定された「国有林野施業実施計画」において設

定し管理する地域である。 

 本制度に基づき平成 2年（1990 年）4月に知床半島の中心部の地域は、「知床森林生態

系保護地域」に設定され、さらに平成 16 年（2004 年）4月には、知床横断道路西側の遠

音別岳周辺地域まで拡大することとし、現在手続を行っているところである。最も原生

的状況を呈する林分であり、森林生態系の厳正な維持を図る地区である「保存地区」は、

学術研究や非常災害時の応急処置のための行為等を除き、原則として、人手を加えずに

自然の推移に委ねることとしている。保存地区の森林に外部の環境変化の影響が直接及

ばないよう緩衝の役割を果たす地区である「保全利用地区」については、木材生産を目

的とする森林施業は行わず、自然条件等に応じて、森林の教育的利用、大規模な開発行

為を伴わない森林レクリエーションの場としての活用を行うものとしている。 

エ．鳥獣保護区 

 「国指定鳥獣保護区」は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図ることにより生物の多様

性の確保等に寄与することを通じて自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保等に資

することを目的として、環境大臣が「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基

づき指定する地域である。 

 同法に基づき平成 13年（2001年）11月に指定された鳥獣保護区及び特別保護地区が
候補地と重複している。鳥獣の捕獲及び卵の採取等が禁止されている「鳥獣保護区」、ま

た、特に鳥獣の生息、繁殖の場として重要な場所は一定の開発行為が規制される「特別

保護地区」が指定されているとともに、より一層の保護管理を図る区域として、特別保

護地区の一部が「特別保護指定区域」に指定されている。「特別保護指定区域」では、動

植物の採捕、落葉落枝の採取に加え、犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入

れること、鳥獣の営巣に影響を及ぼす可能性のある観察及び撮影等が規制されている。 
オ．国内希少野生動植物種 

「国内希少野生動植物種」は、本邦に生息又は生育する絶滅のおそれのある野生動植

物の種であって、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、

政令で定められるものである。 

 候補地に生息する動物のうち、シマフクロウ、オオワシ、オジロワシ等が国内希少野

生動植物種に定められており、捕獲、殺傷、譲渡し等が禁止されている。 

カ．天然記念物 

 「天然記念物」は、動植物（生息地、繁殖地、渡来地及び自生地を含む）、地質鉱物（特

異な自然現象の生じている地域を含む）で我が国にとって学術上価値のあるもののうち

重要なものを保存することを目的とし、文部科学大臣が「文化財保護法」に基づき指定

するものである。 

 候補地に生息する動物のうち、シマフクロウ、オオワシ、オジロワシ、クマゲラなど

の鳥類並びに昆虫類１種（カラフトルリシジミ）が天然記念物に指定されている。 

 天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき

は、文化庁長官の許可が必要である。 

 また、候補地内には「北海道文化財保護条例」に基づく「道指定天然記念物」として

「羅臼の間歇泉」が指定されており、現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行
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為をしようとするときは、北海道教育委員会の許可が必要である。 

キ．水産資源の保護 

水産資源の保護措置については、「漁業法」及び「水産資源保護法」に基づく「北海

道海面漁業調整規則」及び「北海道内水面漁業調整規則」により、ホッキガイやウニな

どの体長等による採捕の制限又は禁止、水中に電流を通じて採捕する漁法など漁法の制

限又は禁止、採捕の禁止区域や禁止期間の設定などが行われている。 
知床の主要な水産資源であるサケ・マスについては、ふ化放流事業のための産卵親魚

の確保を目的として、内水面での採捕のほか、イワウベツ川、オンネベツ川、羅臼川、

サシルイ川の河口付近の海面での採捕が禁止されている。 
また、オンネベツ川は、「水産資源保護法」に基づき保護水面に指定され、周年、す

べての水産動物の採捕が禁止されている。 

（３）管理体制 
ア．基本的な考え方 

 候補地は、上記の各種制度を所管する環境省、林野庁、文化庁及び北海道が、地元斜

里町及び羅臼町、その他の関係行政機関、関係団体との密接な連携・協力のもとに一体

となった管理を行うこととし、今後管理体制の一層の充実に努めていく。また、地元の

関係団体等は、候補地の適正な保全・管理が円滑に図られるよう協力する。 

 関係行政機関、関係団体との効果的な連携・協力を図るため、候補地の管理に当たっ

ては、上記関係行政機関及び関係団体間の連絡調整の場として「知床世界遺産候補地地

域連絡会議」（以下「地域連絡会議」という。）を設置する。 

 この地域連絡会議における検討に際しては、地域住民や関係団体からの意見や提案を

幅広く聴いていくものとする。 

 また、候補地の自然環境に関する調査研究・モニタリング・評価とその結果に基づく

順応的な保全・管理を進めるため、専門家による委員会を設置して、科学的な立場から

の助言を得ていくものとする。 

さらに、候補地の適正な保全・管理、調査研究・モニタリングに密接な関わりを有す

る（財）知床財団や（財）自然公園財団、関連する公的施設（斜里町立知床博物館、知

床自然センター、知床鳥獣保護区管理センター、羅臼ビジターセンター、知床森林セン

ターなど）及び専門家との密接な連携・協力、情報交換を行う。 

イ．候補地の管理に係る関係行政機関の体制 

（ア）環境省自然環境局東北海道地区自然保護事務所（ウトロ自然保護官事務所、羅臼

自然保護官事務所） 

 ウトロ自然保護官事務所及び羅臼自然保護官事務所において、原生自然環境保

全地域、国立公園、鳥獣保護区の管理を行っている。また、シマフクロウ保護増

殖事業等の業務を実施している。 

（イ）林野庁北海道森林管理局北見分局（知床森林センター、網走南部森林管理署（ウ

トロ森林事務所、峰浜森林事務所））、帯広分局（根釧東部森林管理署（羅臼森林

事務所）） 

    知床森林センター並びにウトロ森林事務所、峰浜森林事務所及び羅臼森林事務

所において、知床森林生態系保護地域等の国有林の管理や整備・保全を行ってい

る。また、シマフクロウ保護増殖事業等の業務を実施している。 

（ウ）北海道（網走支庁、根室支庁） 
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網走・根室両支庁の環境生活課、水産課及び林務課において、環境関係では、

国立公園に係る管理の協力、野生生物の保護管理等、水産関係では、水産業の振

興や漁業の許可、漁業の操業調整などの漁業資源の管理、また、林務関係では、

民有林の適正な整備及び保全を図るために、指導を行っている。 

（エ）斜里町 

    環境保全課では、自然保護業務、野生生物保護管理、環境対策、100 平方メー

トル運動等についての事務を行っている。また、（財）知床財団を設置して、野生

生物の保護管理や 100 平方メートル運動などの現地業務等を行っている。 

    水産林務課では、水産振興や漁港管理及び民有林の管理・指導の事務を行って

いる。 

    斜里町立知床博物館では、野生生物の調査研究、教育普及活動、天然記念物及

び傷病鳥獣の保護管理を行っている。 

（オ）羅臼町 

    環境課では、自然保護及び野生生物保護管理などの環境保全業務を実施してお

り、それらに関する住民への情報提供や意識啓発の事務を行っている。また、羅

臼ビジターセンターにおいて、公園利用者への情報提供や案内、適正な利用のた

めの指導を行っている。 

    水産課では、水産振興や漁港管理上の事務を行っている。 

 

５．管理の方策 

（１）基本方針 
ア．原始性の保持 

 候補地は、半島に通ずる車道や地域内の歩道が限られ、到達ルートが限定されている

ことから、我が国の国立公園の中でもまとまりをもって原始性が保たれている地域であ

り、その管理に当たっては、この原始性を次の世代に継承できるよう細心の注意を払う。 

イ．陸域及び海域の統合的管理 

 候補地の世界自然遺産としての価値は、様々な海生生物が生息・生育する豊かな海洋

生態系と、原始性の高い陸域生態系の相互関係並びに生物の多様性に特徴があり、また、

このような特徴に依存して国際的な希少種であるシマフクロウ、オオワシ、オジロワシ

等の重要な生息地になっている点にある。 

 したがって、陸域と海域の生態系を指標するような動植物種の生息・生育状況、植物

群落や植生の状況、水質や流況など基盤となる環境の状況を把握しつつ、候補地を取り

巻く陸域と海域の生態系の連続性、健全性をモニタリングし、自然環境に影響を及ぼす

ような変化の兆候が認められた場合には、科学的な調査を実施して原因の分析と環境回

復に向けた対策を検討し、所要の措置を講じるなど、陸域と海域の生態系の保全と管理

を統合的に行う。 

また、そのために関係行政機関、関係団体、研究者等との連携・協力体制を構築し、

十分な情報交換を行うとともに、調査研究・モニタリングを担う人材の育成や確保を図

る。 
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ウ．核心地域、緩衝地域 

 候補地のうち、自然環境が良好に保たれ、将来にわたり厳正な保護管理を図る必要の

あるまとまりをもった地域を核心地域とし、その周辺に、核心地域の自然環境を保全す

るための緩衝帯を設け、緩衝地域とする。 

 核心地域では、原則として人手を加えずに自然の推移に委ねることを基本とし、自然

環境の保全上支障を及ぼすおそれのある行為は、学術研究等特別の事由がある場合を除

き、各種保護制度に基づき厳正に規制する。既存の工作物を増改築する場合であっても

自然環境に及ぼす影響を最小限にとどめるよう慎重に取り扱う。 

 陸域の緩衝地域では、必要に応じ一定の行為を規制し、現状の保全を図る。特に核心

地域の自然環境に影響を及ぼす行為については、厳正に規制する。海域の緩衝地域は国

立公園普通地域になっていることから、海面の埋め立て等の行為については、陸域及び

海域の自然環境に影響を及ぼすことのないよう適正に対処する。 

エ．一次産業との両立 

 候補地（陸域）の約 95％を占める国有林は、そのほとんどが知床森林生態系保護地域

の指定地または見込地であり、木材生産を目的とする森林施業は行われていない。また、

ごく一部に民有林が含まれているが、原生的な自然景観に配慮しながら計画的な間伐を

行うなど森林管理のための施業が行われている。 

 流氷がもたらすプランクトンにより知床周辺海域の生物資源は、他の海域に比べ非常

に豊かである。本来、水産業は良好な海域環境の上に成り立つ産業であり、知床周辺の

海の豊かさの恩恵を受けている水産業にあっては、知床に生息する野生動物との共存に

配慮しながら、水産資源の持続可能な利用を図る。 
オ．自然の適正な利用 

 原生的な自然環境と豊富な野生生物によって形成される生態系の多様性を将来にわたり保

全することを前提として、観光、自然探勝、釣り等の利用は、自然環境に支障を及ぼすこと

のないよう適正に行うこととし、 必要に応じ一定の制限やルールを設けるものとする。こ

れにより、原生的な自然環境の保全と、地域の主要な産業であり、人々に大きな感銘をもた

らす観光との両立を図る。 

（２）陸域の生態系及び自然景観の保全 
ア．基本的な考え方 

 候補地が有する原始性、豊かな生態系や生物多様性、及び優れた自然景観を将来にわ

たって保全するため、生態系の自然状態における遷移と循環を維持・保全することを基

本とする。 

核心地域にあっては、原則として自然の推移に委ねる管理を基本とし、適正な管理を

行う。また緩衝地域にあっては、極力、核心地域の生態系、自然景観へ悪影響が及ぶこ

とのないよう人為的な影響の制御と自然環境の管理を行う。 

イ．野生動植物の保護管理 

（ア）植物 

候補地には、ミズナラ、イタヤカエデ、トドマツ、アカエゾマツなどの針広混交林や

ハイマツ低木林などの森林群落、主として山岳稜線部に広がる高山植物群落や山岳湖沼

の周辺に広がる湿原植物群落、そして海浜の砂礫地とこれに続く断崖、急傾斜地の海岸

植物群落、海岸断崖上部の風衝草原、高茎草本群落など多様な植物群落が発達している。

これらの多様な植物群落を含む候補地は、遠音別岳原生自然環境保全地域、知床国立公
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園特別保護地区若しくは特別地域又は知床森林生態系保護地域に指定されており、各種

保護制度に基づき、関係行政機関と専門家等との連携・協力体制を構築することにより、

より一層適正かつ効果的な管理を行う。 

植物群落の多様性並びに固有種、希少種の分布状況に留意しつつ、それらの保護上重

要な地域における調査研究・モニタリングを行い、その結果を基に人為的な影響の軽減、

適切な保全対策の実施を図る。特に山岳稜線部や知床岬等での人の踏みつけによる植生

の損傷状況を引き続き把握し、立ち入りの制限、適正な誘導、植生の復元等を行う。ま

た、シレトコスミレやチシマコハマギクなどの固有種や希少種の盗掘防止のため、関係

行政機関と連携・協力し、パトロールの強化を図る。 

エゾシカの採食圧による自然植生への影響については実態把握を行い、所要の対策を

検討する。特にエゾシカによる採食や踏みつけによる影響が著しい知床岬地区の風衝草

原、高茎草本群落等については、異なる植生タイプ毎にエゾシカ侵入防止柵等を設置し、

地域固有の遺伝子資源を保存するとともに、採食圧の排除に伴う植生の回復状況につい

てモニタリングを行い、それらの結果も踏まえて保護対策を早急に検討する。 

 緩衝地域に位置する「しれとこ 100 平方メートル運動地」については、幅広い市民参

加のもとに、周辺の森林生態系との調和に配慮しつつ、森林の回復に関する事業を推進

する。 

（イ）動物 

 候補地は、遠音別岳原生自然環境保全地域、知床国立公園特別保護地区若しくは特別

地域又は知床森林生態系保護地域に指定されており、これらの制度に基づき、ヒグマや

シマフクロウなど行動圏の広い大型動物から、特定の環境に依存する両生・爬虫類や昆

虫類などを含む多種多様な野生動物の生息地の保全を図る。また、原生自然環境保全地

域及び国立公園特別保護地区では野生動物の捕獲や殺傷が禁止されている。さらに、候

補地のほとんどが国指定知床鳥獣保護区に指定され、狩猟が禁止されているほか、野生

鳥獣の捕獲には環境大臣の許可が必要である。こうした措置により、野生動物の適正な

管理を行う。 

 国指定知床鳥獣保護区マスタープラン（平成 15 年(2003 年)3 月）に基づき、以下の方

針により野生鳥獣の保護管理を推進する。また、これらの野生鳥獣の中には候補地の内

外にわたって行動するものも多いことから、周辺地域も考慮に入れ、関係行政機関との

連携・協力を図りつつ、保護管理のあり方を検討していく。 

ａ．生態系の自然状態における遷移と循環を維持・保全することを基本として野生鳥獣

の生息地の保護を図るとともに、人為の影響により著しく増加あるいは減少した野生鳥

獣については、科学的にその生息状況を把握し、必要な対策を検討する。 

ｂ．野生鳥獣の生息状況、個体群の動向、生息環境、生態等に関する調査研究を進め、

必要に応じて個別の野生鳥獣毎の保護管理計画を検討する。計画の運用にあたっては、

現状に関するモニタリングを実施し、その結果をフィードバックして所要の見直しを行

う。 

ｃ．人と野生鳥獣との共存を図るため、人の利用の適正な誘導、餌やり等の防止、ゴミ

の持ち帰り等の指導、野生鳥獣の生態等に関する普及啓発を推進する。 

ｄ．ルシャ、テッパンベツ川流域の鳥獣保護区特別保護指定区域においては、植物の採

取・損傷、たき火、車馬の乗り入れ、撮影その他、野生鳥獣の生息に影響を及ぼす行為

を規制する。 

ｅ．主な野生鳥獣毎の管理方針は、以下のとおりとする。 
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(a)エゾシカ 

 積雪期における航空機を用いた分布調査、死亡収容個体からの年齢査定調査、斜里町・

羅臼町が主体となったスポットライトセンサスなどにより生息動向を把握するとともに、

エゾシカの採食による植生への被害状況をモニタリングし、関係行政機関、関係団体、

専門家等と協力して候補地周辺を含む知床におけるエゾシカの管理計画を作成する。 

(b)ヒグマ 

 候補地では世界有数の高い密度でヒグマの個体群が維持されていることから、発信機

を用いた行動調査や生息環境の利用状況調査等の結果を踏まえ、個体群の動態を把握し、

適正な保護管理を行う。特に利用者や地域住民とヒグマとのあつれきを回避するために、

誘引物の除去、追い払い等の対応、利用者の行動制限を含む利用システムの構築、適切

な施設整備及び利用者等への普及啓発、情報提供に努める。 

(c)シマフクロウ 

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物

種及び文化財保護法に基づく天然記念物に指定され、その捕獲や殺傷は禁止されている。

また、前者の法律に基づく保護増殖事業計画が策定され、関係行政機関の連携・協力の

もとに本種の保護増殖のための事業が実施されている。 

 知床に生息するシマフクロウは、人工給餌に依存する個体がほとんどなく、自然下で

繁殖しており、本種の保護上極めて重要な生息地となっている。また、繁殖した個体が

周辺地域に移動分散することによって、当地域は周辺地域への新規個体の「供給源」的

役割を有していると考えられる。 

このため、つがいの生息が確認されている河川の周辺においては、極力、自然環境を現

状のまま維持するとともに、必要に応じ生息環境の改善を行う。また撮影等のためのシ

マフクロウへの接近が生息をかく乱しないよう、入り込み者への指導を行う。さらに、

繁殖状況を把握するモニタリング調査、巣立ちビナの移動分散・生存状況を把握するた

めの標識調査などを引き続き実施する。 

(d)オオワシ・オジロワシ 

 オオワシ、オジロワシは、共に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法

律に基づく国内希少野生動植物種及び文化財保護法に基づく天然記念物に指定され、そ

の捕獲や殺傷は禁止されている。 

 知床の海岸斜面等には、ワシ類の利用できる森林が連続しており、越冬期のオオワシ、

オジロワシが常時利用する道内でも最も重要な環境となっている。またオジロワシが高

い密度で営巣、繁殖する重要な繁殖地にもなっている。このため、これら海岸斜面の森

林を保全するとともに、オジロワシの繁殖期には人がむやみに営巣地周辺に近づかない

よう利用者への指導、普及啓発を図る。 

 さらに、オオワシ、オジロワシの鉛中毒を防止するため、北海道内でのエゾシカ猟に

おける鉛弾の使用禁止を徹底する。 

 オオワシ、オジロワシの保護対策を総合的に実施するため、渡りルートの解明や行動

生態の把握に努めるとともに、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

に基づく保護増殖事業計画を策定する。 

ウ．自然景観の保全 

 山岳、湖沼、滝、海岸段丘崖に代表される知床の優れた自然景観を保全するため、原

生自然環境保全地域、国立公園、森林生態系保護地域等の保護地域制度に基づき、工作

物の新改増築、木竹の伐採、土石の採取などの行為に関する許認可等を適正に行う。 
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 また、海岸部に漂着したゴミなどについては、関係行政機関の連携・協力のもと、地

域住民や関係団体の協力も得て、その除去に努める。 

エ．河川環境の保全 

 候補地では、ほとんどの河川で河口から上流部までオショロコマが広く生息しており、

本種の降海型の分布の南限であると同時に、重要な餌資源にもなっているという特徴を

有している。また、サクラマスについては、近年減少が著しい。河川に生息する遡河性

のサケ科魚種シロザケ、カラフトマス等は、ヒグマやシマフクロウ、オオワシ、オジロ

ワシなど食物連鎖の頂点に位置する大型哺乳類、猛禽類の重要な餌資源にもなっている。

河川環境は、こうした魚類をはじめ多様な生物を育み、水循環、物質循環を通じて、海

洋生態系と陸域生態系を有機的に繋ぐ重要な役割を有していることから、河川環境の保

全を図るとともに必要に応じ改善に努める。 

 このため、河川環境に影響を及ぼす各種工作物の設置や管理に際しては、河川に生息

する生物に悪影響を及ぼさないよう、配置や工法上の検討を行うとともに、汚濁防止措

置を講じるなど十分な配慮を行う。 

候補地内の一部の河川では、シロザケ、カラフトマスの人工ふ化放流のため、親魚捕

獲が行われている。こうした親魚捕獲その他の影響要因がない河川では、これらの魚種

の自然遡上と自然産卵が確保されている。また、親魚を捕獲している河川についても、

必要な親魚の捕獲終了後は、自然遡上、産卵を可能とする措置の充実について関係者と

共に検討していく。 

オ．外来種への対応 

 外来種による生態系への影響を防止するため、関係行政機関の連携・協力を図りなが

ら、外来種の定着実態の把握を進めるとともに、侵入経路を推定し、有効な予防対策を

検討する。 

 候補地に侵入、定着している外来植物のうち、生育区域の拡大が著しいアメリカオニ

アザミなど、生態系に与える影響が大きいと考えられる種については、優先度の高いも

のから、生態系からの除去に努める。また、靴等への種子付着が原因と考えられる外来

植物が確認されていることから、候補地への外来種の侵入を防止するためのルールづく

りを進める。 

 候補地に隣接する地域では、シマフクロウなどへ悪影響をもたらすアライグマの侵入

が確認されている。足跡や糞等の痕跡が見つかるなどアライグマの生息が確認された地

域では、捕獲に努める。なお、ペットとして飼養されているアライグマなど特定の外来

動物については、北海道動物の愛護及び管理に関する条例により、飼養が届出制となっ

ているが、外来動物については今後とも適正に管理し遺棄しないよう、飼い主の義務に

関する普及啓発に努める。 
 北海道内水面漁業調整規則に基づき、ブラウントラウト、カワマスなど５魚種の移植

は禁止されており、その普及啓発に努める。 

（３）海域の保全 
ア．基本的な考え方 

 知床周辺海域は、流氷がもたらすプランクトンを基礎とした大きな生物生産力を持ち、

これに依存する形で豊富な魚類や海棲哺乳類、鳥類が生息している。また産卵のために

遡上するシロザケ、カラフトマスは、ヒグマや猛禽類、海棲哺乳類、海鳥などの餌資源

としても重要な役割を有しており、陸域の生態系にも深く関わっている。 
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 したがって、海域にあっては陸域の生態系とのつながりを十分踏まえた上で、住民の

漁業生産活動に配慮しながら、海域に生息する野生動物の保護や水産資源の持続可能な

利用を行っていく。 

イ．水産資源の管理 

 知床周辺海域における漁業は、海域の生物生産量の豊かさに支えられた形で、これま

で持続的な漁獲量を維持してきており、引き続き、漁業に関する法令・規則の規定や漁

業者の自主的な取組（漁の自粛区域・期間の設定、ゴミの持ち帰りの徹底等）により、

適正な資源管理を行っていく。 

 特に、サケ・マスの定置網漁業や人工ふ化放流事業については、今後ともサケ・マス

の安定的な漁獲と河川への自然遡上・産卵の両方の確保を図っていく。 

ウ．海棲哺乳類・海鳥の保護 

 鰭脚類のうちアザラシ科５種については、平成 15 年（2003 年）４月から「鳥獣の保

護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象となったところであり、生息状況の把握に努

めるとともに、適正な管理を行っていく。なお、サケ・マス定置網については、資源利

用の観点から設置期間が設定されており、それ以外の時期には撤去されることから、結

果的に冬季に回遊するアザラシなどの鰭脚類の偶発的な捕獲が軽減されている。また、

定置網の設置期間に海棲哺乳類が偶発的に網に入った場合には、可能な範囲で解放して

いる。今後、偶発的な捕獲ができるだけ回避されるような方策について、関係者と検討

を行う。 

 トドについては、例年、１０月末から翌年５月にかけて、日本海や知床など北海道沿

岸に回遊し、その摂餌行動により、特に日本海沿岸海域で大きな漁業被害をもたらして

いるが、漁業法に基づく北海道連合海区漁業調整委員会指示による採捕の制限を平成６

年（1994 年）から実施するとともにトドに破られにくい強化網の小定置網への導入や強

化刺し網の開発・普及により、北海道全域においてトドによる漁業への影響を最小限に

するための対策が講じられており、両者の共存に向けた取組が行われている。なお、知

床周辺海域におけるトドについては、効果的な被害防止対策の検討と併せ、トドの回遊

状況、摂餌行動や食性等に関する調査並びに漁業との相互関係についての実態調査等を

通じ、知床周辺海域のトドを含む海洋生態系の保全・管理を図っていく。 

 知床半島は、各種海鳥類の重要な生息地であり、コロニーやその周辺域の保全を図る。

また、ケイマフリ、マダラウミスズメなどは、現在のところその生態や漁業、海域レク

リエーション等との相互関係が十分把握されていないことから、今後も情報の収集に努

め、住民の漁業生産活動に十分配慮しながら必要な対策を検討する。 

エ．海洋油汚染対策等 

 候補地及びその周辺海域において、万一、油汚染が発生した場合には、その初期の段

階から迅速かつ効果的な措置を講じていくものとする。 

 関係機関においては、油汚染発生時における環境影響調査、野生生物の保護等の対策

措置を講じる上で参考となる情報の収集、整理を進め、その共有化に努める。 

 なお、北海道では、平成 12 年（2000 年）３月に「流出油事故災害対応マニュアル」

を作成して、北海道周辺海域で大規模な流出油事故災害が発生した場合には、関係機関

の協力・分担により、迅速かつ的確に流出油を回収・除去できる体制を整えるとともに、

環境影響調査（水産資源の被害調査・対策、水質等の監視、海岸域の植生に関する影響

調査、海鳥類への影響調査）、野生生物の保護収容等を行うこととしている。このマニュ

アルをもとに、関係機関相互の連携・協力体制の一層の確保に努める。 
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さらに、海域の生態系は、海水の流れによって物質や生物が運ばれることから、広域

的につながり合っているという特質を持つ。そのため、周辺地域の開発や土地利用に伴

い河川や海域に土砂や汚濁物質などが流出すると候補地の生態系や水産資源に悪影響が

及ぶおそれがある。こうした悪影響が生じることのないように、周辺地域の開発や土地

利用に際して適切な環境配慮が織り込まれるように努める。 

また、海域の生態系に重大な影響を及ぼすおそれのある災害の防止、災害発生時の適

切な対応を含め、広域的な海洋環境保全について近隣諸国との協力体制を強化していく。 

（４）自然の適正な利用 
ア．基本的な考え方 

 観光、自然探勝、釣り等の利用については、世界自然遺産としての価値を将来にわた

って損なうことのないように、候補地における利用形態毎の特性に応じて適正に行われ

るようにする。そのため、知床の原生的な自然にふさわしい利用ルール（「知床ルール」）

づくりを進め、必要に応じて一定の制限を設ける。また、過度な利用の集中に伴う問題

が生じないように、候補地の周辺地域も含めた様々な自然や文化に関わる資源の活用、

利用情報や利用プログラムの提供などを通じて、利用の分散、利用者の適正な誘導を図

る。 

こうした取組を通じて原生的な自然環境の保全と人々に感銘を与える質の高い利用と

の両立を図っていく。また、自然を大切にしながら地域の発展を図るエコツーリズムの

あり方について検討を深める。 

 利用者に対しては、事故防止のための注意喚起等を行うことに加え、自らの身は自ら

が守るという自己責任意識の普及啓発に努める。 

 関係行政機関が連携・協力し、利用状況や利用に伴う自然環境への影響について継続

的なモニタリングを行い、その結果に応じて影響防止のための適切な対策を講じる。 

イ．主要利用形態毎の対応方針 

（ア）観光周遊 

 候補地の利用形態として最も一般的な形態は、自動車や観光船による観光周遊である。

候補地内で自動車による観光周遊に供されている地区にはカムイワッカ、知床五湖、知

床峠、羅臼温泉等があるが、車道が比較的少ないことから周遊地は限定されている。周

遊しながら、それぞれの利用拠点で風景の鑑賞や徒歩による自然の探勝、観察などが行

われている。 

 候補地の原生的な自然環境の保全の重要性にかんがみ、自動車利用の増大による支障

を招くような新たな車道の設置は、原則として行わない。現在、自動車による周遊に供

されている主要な展望地や利用拠点については、利用者が快適に利用でき、候補地の自

然景観等を鑑賞できるよう、過剰利用の抑制や自然環境への影響防止に十分配慮しつつ、

適切な整備を図る。 

 一方、自動車利用の増大から自然環境への悪影響が懸念され、または利用環境が悪化

している状況が見られる場合には、代替交通機関によるマイカー規制、低公害車の導入

などの様々な影響緩和措置について、地元関係者の意見を聴きつつ効果的な対策を検討

し、自動車利用の適正化と環境に配慮した交通システムの構築を推進する。また自然環

境の保全と質の高い利用を推進するため、ひとつの手段としてシャトルバスの積極的な

導入の可能性や効果についても検討を行う。なお、知床五湖等利用者が集中する拠点や

到達道路が限られているカムイワッカ地区において、自然環境保全等のため現在行われ
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ている夏期の自動車利用適正化対策については、その効果を検証するとともに、地元関

係者の意見を幅広く聴きながら一層の充実を図る。 

 知床五湖地区は、候補地の中でも特に利用が集中する地域であることから、過剰な利

用に伴う問題、あるいは高密度に生息するヒグマとのあつれきを生じさせないように、

効果的な利用の制限、誘導や普及啓発、施設整備のあり方、ヒグマの保護管理のあり方

を検討し、必要な対策を実施することにより、適正な利用を確保する。 

また、斜里側と羅臼側を結ぶ車道である知床横断道路については、ハイマツを含む高山

帯を通過していることから、道路利用に伴う自然環境への影響を最小限に留めるため、

知床峠を除き通過利用を原則とし、道路上での駐車規制を引き続き実施するとともに、

道路の適切な維持管理を行う。あわせて、近年利用者が増加傾向にある羅臼湖の適正な

利用のあり方について検討する。 

 自動車や観光船の利用者が野生動物に餌を与えたり、ゴミを捨てたりする行為が、野

生動物の生態に悪影響を及ぼすおそれもある。こうした利用に伴う野生動物への悪影響

を防ぐためのルールづくりを行い、注意喚起、普及啓発を徹底する。 

（イ）登山・トレッキング 

候補地内の山岳部を中心として、登山やトレッキングの利用が行われている。 

これらの利用は、脆弱な高山帯の植生や貴重な野生動物の生息地・繁殖地などを含む

原生的な自然環境を有する地域を対象として行われることから、こうした自然環境に対

して悪影響が生じないようにする必要がある。また、ヒグマが高密度に生息する地域で

あることから、ヒグマと遭遇する場合もあり、可能な限りヒグマとのあつれきを回避す

ることも必要である。 

 このため、自然環境保全上の配慮事項やヒグマ遭遇時の対応法、ゴミ・食料の管理方

法などについて、指導・普及啓発を行う。加えて、利用に伴う自然環境への悪影響やヒ

グマの行動形態等を把握しつつ、必要に応じて、利用の制限（歩道の一時閉鎖、利用区

域・期間の限定等）などの適切な措置をとる。また、植生の保護や登山者等の危険防止

に配慮した歩道等の適切な整備と維持管理を行う。 

登山・トレッキングに伴うキャンプについては、野営指定地であっても、無秩序なテ

ントの設営等により植物を損傷したり、植生破壊を招くことがないよう利用者への指導

を徹底する。また、ヒグマ対策用のフードロッカーが設置されている野営指定地では、

キャンプの際は安全対策としてフードロッカーを利用するよう指導する。それ以外の地

域におけるキャンプについてはフードコンテナを持参するよう普及啓発を行う。さらに、

生態系や景観へ悪影響を及ぼさないよう、し尿処理に関するルールやマナーの普及啓発

など必要な対策を検討する。 

（ウ）海域のレクリエーション利用 

動力船を利用して観光目的で知床岬等の陸域に上陸することは、自然環境に悪影響を

及ぼすことが懸念されることから、「知床岬地区の利用規制指導に関する申し合わせ」等

により、関係行政機関などが連携・協力し、観光目的での上陸の抑制を徹底・強化する。 

 また、候補地の海岸部及び海域は、ケイマフリやオオセグロカモメ、ウミウ等の海鳥

や海棲哺乳類の生息地・繁殖地となっているため、観光・レジャー目的の船舶や水上バ

イクの航行、無秩序な餌やりや観察などがこれら海鳥や海棲哺乳類の生息に悪影響を与

えることも懸念される。このため、海域のレクリエーション利用が海鳥や海棲哺乳類に

悪影響を与えないようルールづくりを行うとともに、普及啓発を行う。 

 候補地においては、シーカヤックで半島を周回したり、興味地点まで往復するなどの
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利用も見られる。シーカヤックでの利用では、キャンプや風待ちなどのために陸域への

上陸が必要となる場合がある。このため、海岸部の植生や野生動物に悪影響を及ぼさな

いよう、一定のルールのもとに適正に行われるようにする。 

シロザケやカラフトマスが来遊する時期には、遊漁船などを利用した釣りや河口付近

での釣りが行われている。サケ・マス等の釣りについては、現状を踏まえた上で遊漁関

係者等と連携・協力し、釣りを目的とした上陸場所の特定、関係法令・規則の遵守、ゴ

ミの持ち帰りや釣り上げた魚の適切な処置等に関する指導を強化するなどして、自然環

境への悪影響を防止する。 

 なお、これらの観光・レジャー目的の船舶や水上バイク、シーカヤックの利用、釣り

など海域のレクリエーション利用に関するルールを検討する際には、対象海域の漁業生

産活動への支障を防止するという点にも十分配慮する。 
（エ）その他の利用 

候補地ではエゾシカやヒグマ等の野生動物の姿を見ることが日常的であるが、これら

野生動物の写真撮影や観察については、野生動物を脅かしたり、繁殖活動に悪影響を与

えることがあってはならない。また、高山帯や湿地等の脆弱な植生を有する地域におい

ては写真撮影などを目的とした歩道外への踏み出しによる植生衰退を防止する必要があ

る。このため、利用者への指導や普及啓発活動によりこれらの行為の抑制に努める。ル

シャ・テッパンベツ川流域では、特にヒグマが多く生息し、その生態を撮影しようとす

るカメラマン等の入り込みも見られることから、鳥獣保護区特別保護指定区域の規制を

はじめ、必要な措置を講じて、写真撮影等による悪影響が生じないように適正に指導、

管理を行う。 

冬期における雪上でのレクリエーション利用は、オジロワシなど希少鳥類の繁殖活動

等に悪影響を及ぼすおそれもあることから、自然環境への影響防止に十分配慮するよう、

事前の指導や普及啓発を行う。また雪崩等の危険区域の周知徹底に努める。 

 遠音別岳原生自然環境保全地域及び知床国立公園へのスノーモービルの乗り入れや航

空機の着陸は規制されていることから、違法な乗り入れ等が行われないよう巡視・取締

りを行う。また、航空機の低空飛行は、快適な利用や野生動物へ悪影響を及ぼすおそれ

があることから、必要に応じ関係者へ行わないよう要請する。 

 さらに、流氷上でのレクリエーション利用についても、海鳥などの野生動物や景観へ

の影響に十分留意するとともに、必要に応じルールづくりを行う。 

ウ．自然解説者の育成 

 候補地における最も一般的な利用は、自動車や観光船による観光周遊であるが、知床

の持つ価値を保護し、次の世代へ引き継ぐためには、知床の自然環境及びその保護の重

要性についてより一層理解を深められるよう、自然の中を歩くことや野生生物の観察と

いった体験型の利用の導入・普及を進めることも大切である。 

 このような利用を推進していくため、関係行政機関、関係団体等が協力して、また、

地域に暮らし、産業を営む人たちの知恵やきめ細かな情報を活かしながら、野外での自

然解説や展示施設でのレクチャー等を行う人材の育成及び利用プログラムの構築と実践

を図っていく。こうした自然解説を行う際に、利用に伴う自然環境への悪影響が生じる

ことのないように配慮するための指針についてもあわせて検討する。 

エ．主要施設の運営方針 

 候補地の保全・管理や適正な利用に関する主要施設について、以下の方針に基づき運

営するとともに、施設間の連携を図り、情報の交換、共有化を促進する。 
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（ア）知床自然センター 

 知床の原生的な自然環境の保全及びその再生と賢明かつ持続的な利用の推進を目

的として、自然保護思想の普及啓発や利用案内、自然観察、ボランティアの指導育

成、安全指導その他の情報発信の拠点施設として位置付け、運営を行っていく。 

（イ）知床鳥獣保護区管理センター 

 野生動植物の生息・生育状況、生態及び鳥獣保護区や野生動物の保護管理に係る

調査研究を推進する。 

（ウ）羅臼ビジターセンター 

 羅臼温泉地区における情報発信の中心的な施設として、関係行政機関・関係団体、

ボランティア等と連携・協力し、施設の管理運営及び国立公園の適正な利用を推進

する。自然環境等の調査、資料の収集・保管・提供を行い、自然保護教育活動や調

査研究の拠点としての機能と施設の整備拡充を図る。また、当該施設を拠点とした

自然解説ボランティア活動の拡充を図るとともに、パークボランティアの指導育成

を推進する。 

 正確でリアルタイムな現地情報の収集に努め、利用者に対する情報提供の強化を

図る。 

（エ）知床森林センター 

 知床の生態系や貴重な森林の保護の必要性の普及啓発、自然観察教育林の巡視、

施設、標識類の管理・整備、森林や動植物に関する調査などにより、森林の有する

多面的機能の普及啓発を行う。 

（オ）斜里町立知床博物館 

 野生生物の調査研究、教育普及活動、天然記念物及び傷病鳥獣の保護管理を行う

とともに、資料収集及び収集資料の保管・提供を行う。 

オ．情報提供・普及啓発 

 候補地の適正な利用を導くための標識、案内板を所要の箇所に整備する。 

 主要利用施設において利用者への自然情報等の提供、ルールやマナー等の普及啓発に

関する展示、レクチャー等を行う。 

 候補地のうち特に自然環境への十分な配慮が必要な地域へ立ち入る利用者に対しては、

事前にヒグマ等野生動物への対処、危険の回避、マナーの徹底等に関する指導を行う。 

このほか、ホームページ等を活用して、候補地の自然や利用に関する情報、保全・管

理の取組などについて、広く国内外に情報を発信、提供する。 

また、候補地を訪れる利用者は、すべてウトロまたは羅臼を通って入ることになり、

両地区は候補地の入り口であると同時に、宿泊利用拠点、交通や利用アクセスの結節点

としての役割も担っている。このため、両地区において、候補地の入り口にふさわしい

環境づくりを進めるとともに、地域の観光事業者や市民活動を担う団体等との連携・協

働の下に、自然や歴史、文化、利用などに関するきめ細かな情報の提供、保全意識の醸

成、利用ルールやマナーの普及啓発などの機能を拡充していく。 

このような取組を効果的に進めていくため、候補地内外の各種利用施設、情報提供施

設間の機能分担、連携について検討しながら、情報提供・普及啓発の拠点機能を有する

施設の一層の充実を図る。 

（５）保全・管理事業の実施 
 候補地を将来にわたって適切に保全していくため、以下により保全・管理の充実を図
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る。 

ア．関係行政機関等による巡視 

環境省自然保護官、林野庁森林管理署森林官、国指定知床鳥獣保護区管理員、北海道

の自然保護監視員のほか（財）知床財団、（財）自然公園財団職員が適宜、候補地の巡視

を行っている。利用状況や自然環境の状況を的確に把握し、利用者の指導や違反行為の

取締りを行うために、巡視体制の一層の充実に努める。 

また、夏期の利用繁忙期に実施している関係行政機関による知床岬の合同巡視を引き

続き実施する。 

イ．保全・管理事業の実施 

 上記の巡視や調査研究・モニタリングの結果から、自然環境の保全上必要と判断され

る場合には、標識、ロープ、柵の設置等による立入防止対策、荒廃または裸地化した植

生の復元、外来種の除去などの事業を行う。また、対象地域の美化清掃活動や利用施設

のきめ細かな維持管理、林野火災予防のための巡視、普及啓発や消火資機材の配備等を

引き続き実施する。なお、候補地及びその周辺において、林野火災等の自然災害が発生

した場合には、関係行政機関による連携を図るなど、適切な措置を講じる。 

（６）調査研究・モニタリング 
ア．基本的な考え方 

 陸域と海域との生態系のつながりや健全性などについて、科学的な調査研究や長期に

わたるモニタリング等を実施し、適正な管理に必要な基礎的データの収集、ＧＩＳ（地

理情報システム）を用いたデータベースの構築に努める。 

そのため、関係行政機関、関係団体、研究者等との連携・協力体制を整備する。あわ

せて、調査研究やモニタリングで得られた情報の共有化、有効活用のための仕組みを設

ける。 

自然環境に関するデータを継続して収集するため、全国に約 1,000 箇所設けられるモ

ニタリングサイトの一部を知床に設定するなど、陸域及び海域にわたる長期的な生態系

に関するモニタリング調査を実施する。 

イ．野生動植物 

（ア）植物 

 これまで、自然環境保全基礎調査や局地的な植生調査により、植生の把握が行われて

きた。引き続き衛星画像や航空写真の解析などにより、マクロ的な植生の変化を把握す

る。 

 植生のタイプに応じて調査区を設定し植生調査を実施することや定点からの継続的な

写真撮影などを通じて、重要箇所の植生変化を把握する。また、固有種、希少種など重

要な植物種の生育状況に関する調査研究・モニタリングを行う。 

登山道周辺など人の入り込みが考えられる地域においては、巡視等の機会を活用し、

人の利用に伴う植生への影響をモニタリングする。 

 知床岬の風衝草原植生、高茎草本群落や幌別地区等の森林植生などを対象として、エ

ゾシカによる採食、踏み荒らしを避けるため設置した防護柵により囲われた区域では、

対照区と比較しつつ植生の回復状況を継続的にモニタリングする。 

 酸性雨による影響を把握するため、植生及び土壌の観点からの継続的なモニタリング

を行う。 

（イ）動物 
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候補地に生息する両生・爬虫類や昆虫類等を含む多様な動物の生息状況に関する調査

研究・モニタリングについては、長期的な生態系に関するモニタリング調査の一環とし

て実施する。 

なお、生態系を指標するような以下の野生鳥獣に関する調査研究・モニタリングにつ

いては、次のように取り扱う。 

(a)エゾシカ 

 これまで積雪期における航空機を用いた分布調査、死亡収容個体からの年齢査定調

査、夜間のスポットライトセンサスなどを実施し、生息動向の把握に努めている。 

 このような調査を引き続き実施することに加えて、生息密度と森林生態系への影響

との関係を明らかにする調査を実施し、エゾシカの採食による樹木や植生への影響に

関するモニタリングを行い、効果的な対策を検討するとともに、管理計画の作成や見

直し等に反映させる。 

(b)ヒグマ 

 知床半島における現状の生息密度を維持していくため、ヒグマの環境利用、分布、

行動形態などに関する基礎的な調査研究を引き続き行う。 

 また、人とヒグマとの間に発生する各種あつれきに関する情報の蓄積と分析を継続

的に行い、事故防止への対策に役立てる。特に、利用者や地域住民との遭遇が懸念さ

れる地域にあっては、生息個体への発信機装着や巡視などにより行動形態の詳細を把

握し、事故等の発生を未然に防止する。 

(c)シマフクロウ 

北海道において最も高密度に生息し、周辺地域への「供給源」的役割を果たしてい

る知床半島の個体群を維持していくため、保護増殖事業の一環として、生息分布調査、

繁殖期の生息状況調査、巣立ちビナへの標識装着などを引き続き行う。 

(d)オオワシ・オジロワシ 

 昭和 55 年（1980 年）以降、知床を含む北海道東部一円においてオオワシ、オジロ

ワシの冬期カウント調査が行われており、引き続き越冬状況の経年的な調査を実施す

る。 

 また、オジロワシの繁殖状況調査、オオワシへの発信機装着による渡りルート調査

等を通じ、生息状況の把握に努める。 

(e)海棲哺乳類、海鳥類 

 トド、アザラシ、イルカ・クジラ類などの海棲哺乳類及び海鳥類の分布や回遊等の

生息状況、摂餌や食性等の生態については、十分な情報の蓄積がなされていないこと

から、関係行政機関、漁業関係者、研究者、保全・調査活動を担う団体等が連携・協

力して、目撃情報も含めたデータの収集、整理、蓄積を行うなど、調査の充実を図り、

海洋生態系の実態把握に努める。またその際には、偶発的な捕獲個体の情報も有効に

活用されるよう配慮する。さらに生息状況等に関する広域的な情報の収集について、

近隣諸国の協力を得ていく。 

ウ．自然景観 

 幾つかの定点を特定し、経年的な景観撮影を行うことにより、自然景観の変化をモニ

タリングする。 

エ．外来種 

 アメリカオニアザミをはじめとする外来植物の分布の拡大は、在来植物へ深刻な悪影

響をもたらす。したがって外来植物の分布状況を把握した上で、生態系からの除去を含
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む効果的な対策が講じられるよう必要な調査を行う。 

 アライグマについては一旦定着すると生態系への悪影響が危惧されることから、各種

調査や巡視等の機会を通じ、侵入の早期発見に努める。 

 またその他の外来種についても、生態系のモニタリングなどを通じ、早期発見に努め

る。 

オ．海洋生態系等 

 海洋生物研究者や地元関係者等と連携・協力し、漁業生産、海洋生物、気候、流氷等

に関するデータを収集、蓄積する。また調査研究成果に関する情報交換を行うなどして、

知床半島周辺海域における海洋生態系の状況をモニタリングする。 

カ．利用状況 

 自然環境への過剰な負荷がかからないよう、主な施設、地域における利用、入り込み

の状況と利用に伴う自然環境への影響を把握する。 

 

６．計画の実施その他の事項 

（１）計画の実施等 
 候補地の適正な保全・管理が遂行されるよう、管理計画記載の各事項を円滑に実施す

るため、今後、関係行政機関、関係団体それぞれの役割についてさらに検討を深めると

ともに、関係行政機関、関係団体は緊密な連携・協力の下、最大限努力する。 

候補地の自然環境の状況を把握し、科学的なデータを基礎として適正な対応を図って

いくため、専門家による委員会を設置して科学的な立場からの助言を得るものとし、地

域連絡会議との密接な連携・協力体制を確立する。 

 また、管理計画では記載できなかった候補地の自然環境の管理に関する細部にわたる

取扱いや個別の課題についての対応等については、地域住民や関係団体、専門家からの

意見や提案を幅広く聴くとともに、地域連絡会議において合意形成を図りながら、モニ

タリング結果等を踏まえ検討を行い、候補地の適正な管理を推進する。こうした検討の

過程や結果、基礎となるデータなどについても、情報の公開、共有化を図る。なお、候

補地の管理について検討する際には、自然環境保全の観点からの要請と地域の暮らしや

産業との両立が図られるように調整していくものとする。 

 加えて、候補地の保全・管理や適正な利用を進めていく上で、地域の市民活動を担う

団体との協働関係を築くとともに、こうした関係を軸として、地域住民の積極的な参加・

協力を得ることにより、地域ぐるみの活動を展開していく。 

 なお、管理計画は、自然環境のモニタリング結果や社会環境の変化等を踏まえ、必要

に応じ見直しを行う。その際、地域住民や関係団体、専門家の意見を聴き、地域連絡会

議において検討することにより、適切に見直しを行うものとする。 

（２）地元自治体の取組 
候補地に関係する斜里町及び羅臼町の人口はそれぞれ、約１万３千人及び約７千人と

なっており、候補地の隣接地域に暮らしている人たちも多い。候補地の保全・管理を充

実させていくためには、候補地の周辺地域も含めて、環境保全に配慮した生活スタイル・

生産活動を普及・浸透させていくことが大切である。両町では、これまでも、地域固有

の資産である知床の原生的な自然環境の保全に加えて、河川や海域の汚染防止、ゴミの
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減量化、省資源・リサイクル、美化清掃、低公害車の導入、地域の子供たちを対象とし

た環境学習や自然体験活動の推進など、身近な生活環境を保全し、自然と共生する地域

を形成していくための様々な取組を行ってきた。今後、地域の環境意識をより一層高め

つつ、こうした豊かな地域づくりを積極的に推進していく。 

 

７．おわりに 
 知床は、アイヌの人々が畏敬の念を込めて「シリエトク（大地の果てるところ）」と呼

んだように、険しい地形や厳しい気象条件の下に、日本では数少ない原始的な自然環境

が残されている地域である。そこにはアイヌの人々が「カムイ（神）」と称したヒグマや

シマフクロウが極めて高密度に生息している。そしてそれらの動物などを頂点として、

実に多様な生物が海から川、山にわたり有機的に連関しあって、豊かな生態系が成立し

ている。 

 半島地域に暮らす人たちは、こうした自然を損なうことなく、むしろ、順応する形で

自然がもたらす様々な恵みを持続的に利用しながら、地域特有の生活や産業を営み、文

化を育んできた。知床の自然環境の保全・管理や持続可能な利用を考える上で、アイヌ

の人々の文化をはじめ、これまでこの地域に暮らしてきた人々によって伝統的に培われ

てきた知恵と技術に学んでいくことも欠かせない。 

 昭和 49 年（1974 年）には、国立公園指定１０周年を契機とし、斜里町及び羅臼町が

町民と共に知床憲章を制定した。その中で、知床の原始的自然を人類共有の財産と位置

づけ、厳正な保護と秩序ある利用の下に、永く子孫に伝えていくことを宣言した。また、

開拓跡地を乱開発から守るために買い上げ、さらに原始の森へと再生する息の長い活動

も開始され、地域主導の下、国民の幅広い協力を得て展開されている。知床の貴重な自

然が今日まで保たれてきた背景には、こうした地域の人たちの自然に対する高い意識と

これまでの地道な取組があることを忘れてはならない。 

 管理を担う関係行政機関の連携・協力はもちろんのこと、地域住民や関係団体などの

積極的な参加・協力を得て、世界遺産候補地の自然と、そしてその自然と共生する地域

の双方がより輝きを増していくように、様々な取組を進めるものとする。
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４－Ｂ 遠音別岳原生自然環境保全地域指定書   
及び保全計画書 

（昭和五十五年二月四日） 

環境庁 

遠音別岳原生自然環境保全地域指定書 

１ 指定理由 
 本地域は、北海道の東端の知床半島の基部に位置する遠音別岳（標高１３３０．５メ

ートル）を中心とする一帯の、ハイマツを主体とする高山性植物を有する地域である。 
 地理的条件、気象的条件等が極めて厳しいため、これまで人為的な自然の改変が行わ

れた形跡は認められず、良好な原生状態を維持している。 
 このように本地域はわが国内においても数少ない原生状態を維持している地域であり、

原生自然環境保全地域として指定し、厳正に保全を図る必要がある。 
 

２ 自然環境の概要 
 遠音別岳を中心とした本地域一帯は、原生状態が維持されており､標高６００メートル

前後（沢筋においては標高１０００メートル前後）を境として、下部はエゾマツ－ダケ

カンバ林、上部はハイマツを主とする高山低木林となっている。また、遠音別岳の東側

斜面には、小規模ながらお花畑が見られ、西側中腹部の小湖沼群の周囲には湿性植物も

見られる。 
 本地域の地形は複雑で、遠音別岳の東側は崩壊して急峻な斜面となり、尾根はやせて

いるが、急崖地の下は比較的緩やかな斜面となっている。一方西側についても、山頂付

近は急斜面となっているが、その下部には緩やかな斜面が広がり、小湖沼が点在してい

る。地質は火山噴出物による安山岩類によって占められている。 
 

３ 区域 

（１）区域の概要 
 遠音別岳を中心として、稜線をはさんで東西両斜面に存する、主として高山低木林の

部分及び西側中腹部の小湖沼群の部分を区域とする。 

（２）位置及び区域 
 北海道斜里郡斜里町 
 国有林網走地域施業計画区斜里事業区 
 （北見営林支局斜里営林署管内） 
 ２３３林班イ小班、２３４林班ロ小班、２３５林班イ小班、３０６林班及び３０８林班イ

小班の全部 

 北海道目梨郡羅臼町 
 国有林根釧地域施業計画区標津事業区 
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 （帯広営林支局標津営林署管内） 
 ２０７林班ロ小班及び２１０林班イ１小班の全部 

（３）面積 
 １８９５．１８ヘクタール 

（４）土地所有関係 
 全域国有地 
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遠音別岳原生自然環境保全地域に関する保全計画書 

１ 自然環境の保全に関する基本的な事項 

（１）立入制限地区の指定及び保全のための規制に関する方針 
 地理的条件等からみて、本地域を訪れる人は極めて稀であるので、立入制限地区は設けな

い。 

（２）保全施設に関する方針 
 保全施設として、標識その他これに類する施設を設ける。 
 

２ 地区の指定に関する事項 
 立入制限地区は設けない。 
 
総括表 
区分 立入制限地区 その他の地区 合計 
土地所有別 国有地 公有地 国有地 公有地 国有地 公有地 
土 地 所 有 別 面 積
(ha) 

0 0 1895.18 0 1,895.18 0 

地区別面積 (ha) 0 1,895.18 1,895.18 
地区別比率 (%) 0 100 100 
 

３ 保全のための施設に関する事項 
 
施設の名称・種類 位置 規模・構造 工種 摘要 
標識その他これ

に類する施設 
北海道斜里郡斜里町

北海道目梨郡羅臼町

 新設 標識、制札、境界杭等を

必要箇所に設ける。 
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４－Ｃ 知床国立公園 公園計画（概要） 

 

１．基本方針 

（１）保護の方針 
①特別保護地区 

 知床半島の脊梁をなす火山連峰の核心部、火山性の湖沼周辺並びに海蝕涯の発達する

海岸部など高い原始性を有する地域を特別保護地区として厳正な保護を図る。 

②第１種特別地域 

 特別保護地区に準ずる原始性を有する地域を第１種特別地域とし、その保護を図る。 

③第２種特別地域 

 本公園の主要利用動線の沿線にあたる地域を第２種特別地域とし、風致の維持を図る。 

④第３種特別地域 

 漁業など他産業による土地利用の行われている地域その他、特別保護地区、第１種特

別地域、第２種特別地域のいずれにも含まれない特別地域を第３種特別地域とする。 

 

（２）利用の方針 
 本公園にあっては、その原始的自然の保護と調和のとれた公園利用を進めるものとす

る。 

 このため、利用施設は現在公園で行われているドライブ、自然探勝、登山（一般的な

もの）、キャンプなど利用形態に対応するものに限ることとし、原始性の高い奥地での

施設は計画しない。 

 また、施設の整備にあたっては、適正利用の推進を図るものとする。 
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２．規制計画 

（次表を参照のこと） 
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３．施設計画 
（次表を参照のこと） 



199 

 



200 

 



201 

 
 



202 

 



203 

４．参考資料 

４．（１）指定植物 
 

  科 名 科学名 種  名 学       名 指定理由 

ｼﾀﾞ植物門 ﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ Lycopodiaceae ﾁｼﾏﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ Lycopodium alpinum ②⑤ｉ 

    Lycopodiaceae ﾀｶﾈｽｷﾞｶｽﾞﾗ Lycopodium annotinum var. acrifolium ⑥ 

    Lycopodiaceae ﾀｶﾈﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ Lycopodium sabinaefolia var. sitchense ⑤ｉ 

  ｲﾜﾋﾊﾞ Selaginellaceae ｴｿﾞﾋﾒｸﾗﾏｺﾞｹ Selaginella halvetica ①ｃ北限 

   Selaginellaceae ｺｹｽｷﾞﾗﾝ Selaginella selaginoides ⑤ｉ 

   Selaginellaceae ｴｿﾞﾉﾋﾓｶｽﾞﾗ Selaginella sibirica ⑤ｂ⑥ 

   Selaginellaceae ｲﾜﾋﾊﾞ Selaginella tamariscina ⑤ｂ⑥⑦ 

  ﾊﾅﾔｽﾘ Ophioglossaceae ﾋﾒﾊﾅﾜﾗﾋﾞ(ﾍﾋﾞﾉｼﾀ) Botrychium lunaria ②⑤ｇ 

  ｵｼﾀﾞ Dryopteridaceae ﾆｵｲｼﾀﾞ Dryopteris fragrans var. remotiuscula ②⑤ｂ 

  ﾒｼﾀﾞ Athyriaceae ｴｿﾞﾒｼﾀﾞ Athyrium brevifrons ⑤ｉ⑥ 

    Athyriaceae ｳｻｷﾞｼﾀﾞ Gymnocarpium dryopteris ⑥ 

  ｳﾗﾎﾞｼ Polypodiaceae ｴｿﾞﾃﾞﾝﾀﾞ Polypodium virginianum ②④ｄ 

種子植物門 
ﾏﾂ Pinaceae ﾊｲﾏﾂ Pinus pumila ⑥ 

 裸子植物 
ﾋﾉｷ Cupressaceae 

ﾐﾔﾏﾋﾞｬｸｼﾝ 

(ﾐﾔﾏﾊｲﾋﾞｬｸｼﾝ) Juniperus chinensis var. sargentii ⑥⑦ 

   Cupressaceae ﾊｲﾈｽﾞ Juniperus conferta ⑥⑦ 

   Cupressaceae ﾘｼﾘﾋﾞｬｸｼﾝ Juniperus sibirica ⑤ｆ ⑥ ①ｃ南限

種子植物門 
ﾋﾞｬｸﾀﾞﾝ Santalaceae ｶﾏﾔﾘｿｳ Thesium refractum ② 

 被子植物亜門 
ﾀﾃﾞ Polygonaceae 

ﾋﾒｲﾜﾀﾃﾞ 

(ﾁｼﾏﾋﾒｲﾜﾀﾃﾞ含む) Polygonum ajanense ⑤ｄ 

  双子葉植物綱 
 Polygonaceae ｳﾗｼﾞﾛﾀﾃﾞ Pokygonum weyrichii var. weyrichii ⑤ｄ⑥ 

   離弁花亜綱 
 Polygonaceae ｵﾝﾀﾃﾞ Polugonum weyrichii var. alpinum ⑤ｄ⑥ 

   Polygonaceae ｴｿﾞｲﾌﾞｷﾄﾗﾉｵ Polygonum bistorta ⑤ｅ⑥ 

   Polygonaceae 

ﾏﾙﾊﾞｷﾞｼｷﾞｼ 

(ｼﾞﾝﾖｳｽｲﾊﾞ) Oxyria digyna ⑤ｉｋ⑥ 

   Polygonaceae ﾀｶﾈｽｲﾊﾞ Rumex arifolius ⑥ 

  ﾅﾃﾞｼｺ Caryophyllaceae ﾒｱｶﾝﾌｽﾏ Arenaria merckioides ①ａ⑤ａｄ 

    Caryophyllaceae 

ｵｵﾊﾞﾅﾉﾐﾐﾅｸﾞｻ 

(ﾘｼﾘﾐﾐﾅｸﾞｻ) Cerastium fischerianum ⑤ａ⑥ 

    Caryophyllaceae ｴｿﾞｶﾜﾗﾅﾃﾞｼｺ Dianthus superbus var. sperbus ⑥ 

    Caryophyllaceae 

ﾀｶﾈﾅﾃﾞｼｺ 

(ｸﾓｲﾅﾃﾞｼｺ含む) Dianthus superbus var. speciosus ⑤ｂ⑥ 

    Caryophyllaceae ｸｼﾛﾜﾁｶﾞｲ Pseudostellaria sylvatica ② 

    Caryophyllaceae 

ｴｿﾞﾌｽﾏ 

(ｼﾗｵｲﾊｺﾍﾞ) Stellaria fenzlii ② 

    Caryophyllaceae ｴｿﾞｵｵﾔﾏﾊｺﾍﾞ Stellaria radians ②⑥ 

    Caryophyllaceae ｼｺﾀﾝﾊｺﾍﾞ Stellaria ruscifolia ⑤ｂｄ 

  ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ Ranunculaceae 

ｴｿﾞﾉﾚｲｼﾞﾝｿｳ 

(ﾀｲｾﾂﾚｲｼﾞﾝｿｳ) Aconitum gigas  ⑥ 

   Ranunculaceae 

ｼﾚﾄｺﾌﾞｼ 

(ｼﾚﾄｺﾄﾘｶﾌﾞﾄ) Aconitum maximum var. misaoanum ①ａ③⑥ 

   Ranunculaceae ｴｿﾞﾄﾘｶﾌﾞﾄ Aconitum yesoense var. yesoense ①ｂ⑥ 

   Ranunculaceae ﾃﾘﾊﾌﾞｼ Aconitum lucidusculum ①ｂ⑥ 

   Ranunculaceae ｱｶﾐﾉﾙｲﾖｳｼｮｳﾏ Actaea erythrocarpa ②⑥ 

   Ranunculaceae ﾌｸｼﾞｭｿｳ Adonis ramosa ⑥⑦ 

   Ranunculaceae ﾋﾒｲﾁｹﾞ Anemone debilis ⑤ｉ 
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   Ranunculaceae ﾊｸｻﾝｲﾁｹﾞ Anemone narcissiflora  ⑤ｉ⑥ 

   Ranunculaceae ｴｿﾞｲﾁｹﾞ Anemone yezoensis ②⑤ｉ 

   Ranunculaceae ｴｿﾞﾉﾘｭｳｷﾝｶ Caltha palustris var. barthei ⑤ｋ⑥ 

   Ranunculaceae ﾐﾔﾏﾊﾝｼｮｳﾂﾞﾙ Clematis ochotensis  ⑥⑦ 

   Ranunculaceae ｸﾛﾊﾞﾅﾊﾝｼｮｳﾂﾞﾙ Clematis fusca ②⑥⑦ 

   Ranunculaceae ﾐﾂﾊﾞｵｳﾚﾝ Coptis trifolia ⑤ｉ 

   Ranunculaceae ﾐﾔﾏｷﾝﾎﾟｳｹﾞ Ranunculus acris var. nipponicus ⑤ｉ⑥ 

   Ranunculaceae ﾁｬﾎﾞｶﾗﾏﾂ Thalictrum foetidum var. glabrescens ①ｂ②⑤ｂｆ 

   Ranunculaceae ﾓﾐｼﾞｶﾗﾏﾂ Trautvetteria japonica ⑤ｉ⑥ 

   Ranunculaceae ﾁｼﾏｷﾝﾊﾞｲｿｳ Trollius riederianus ⑤ｉ⑥ 

   Ranunculaceae 

ｼﾅﾉｷﾝﾊﾞｲ 

(ｴｿﾞｷﾝﾊﾞｲｿｳ) Trollius riederianus var. japonicus ⑤ｉ⑥ 

  ﾒｷﾞ Berberidaceae ｻﾝｶﾖｳ Diphylleia grayi ⑥ 

  ｽｲﾚﾝ Nymphaeaceae ﾈﾑﾛｺｳﾎﾈ Nuphar pumilum ⑤ｋ⑥ 

   Nymphaeaceae ｴｿﾞﾋﾂｼﾞｸﾞｻ(ﾋﾂｼﾞｸﾞｻ) Nymphaea tetragona var. tetragona ⑤ｋ⑥ 

  ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ Aristolochiaceae ｵｸｴｿﾞｻｲｼﾝ Asarum heterotropoides ④ａ 

  ｵﾄｷﾞﾘｿｳ Guttiferae ｲﾜｵﾄｷﾞﾘ Hypericum kamtschaticum  ⑤ｄ⑥ 

   Guttiferae ｴｿﾞｵﾄｷﾞﾘ(ﾊｲｵﾄｷﾞﾘ) Hypericum yezoense ⑤ｂ⑥ 

  ﾓｳｾﾝｺﾞｹ Droseraceae ﾓｳｾﾝｺﾞｹ Drosera rotundifolia ④ｂ⑤ｊ 

  ｹｼ Papaveraceae ｺﾏｸｻ Dicentra peregrina ②④ａ⑤ｄ⑥ 

  ｱﾌﾞﾗﾅ Cruciferae ﾐﾔﾏﾊﾀｻﾞｵ Arabis lyrata var. kamtschatica ④ａ⑤ｄ 

    Cruciferae ｴｿﾞﾉｲﾜﾊﾀｻﾞｵ Arabis serrata var. glauca ⑤ｄ 

    Cruciferae ﾄﾓｼﾘｿｳ Cochlearia oblongifolia ①c南限⑤ｂ 

    Cruciferae 

ｴｿﾞｲﾇﾅｽﾞﾅ 

(ｼﾛﾊﾞﾅﾉｲﾇﾅｽﾞﾅ) Draba borealis ①ｂ②⑤ｆ 

    Cruciferae ﾊｸｾﾝﾅｽﾞﾅ Macropodium plterospermum ⑤ｋ⑥ 

  ﾍﾞﾝｹｲｿｳ Crassulaceae ｺﾓﾁﾚﾝｹﾞ Sedum iwarenge var. boehmeri ②⑤ｆ⑦ 

   Crassulaceae 

ﾎｿﾊﾞｲﾜﾍﾞﾝｹｲ 

(ｱｵﾉｲﾜﾍﾞﾝｹｲ) Sedum ishidae ①ｂ②⑤ｄ 

   Crassulaceae ｲﾜﾍﾞﾝｹｲ Sedum rosea ⑤ｂ 

  ﾕｷﾉｼﾀ Saxifragaceae ｱﾗｼｸﾞｻ Boykinia lycoctonifolia ⑤ｉ 

    Saxifragaceae 

ｳﾒﾊﾞﾁｿｳ 

(ｴｿﾞｳﾒﾊﾞﾁｿｳ含む) Parnassia palustris  ⑤ｋ 

    Saxifragaceae ﾄｶﾁｽｸﾞﾘ Ribes triste ①ｂ⑦ 

    Saxifragaceae ｼｺﾀﾝｿｳ(ﾚﾌﾞﾝｸﾓﾏｸﾞｻ) 
Saxifraga cherlerioides  
var. rebunshirensis ⑤ｂｄ 

    Saxifragaceae ﾀﾞｲﾓﾝｼﾞｿｳ Saxifraga fortunei var. incisolobata ⑤ｆ⑥ 

    Saxifragaceae ｴｿﾞｸﾛｸﾓｿｳ Saxifraga fusca ⑤ｋ 

    Saxifragaceae ﾁｼﾏｸﾓﾏｸﾞｻ Saxifraga merkii var. merkii ①ｂ②⑤ｄ 

    Saxifragaceae ﾔﾏﾊﾅｿｳ Saxifraga sachalinensis ⑤ｂ⑦ 

  ﾊﾞﾗ Rosaceae ﾐﾔﾏﾀﾞｲｺﾝｿｳ Geum calthaefolium var. nipponicum ⑤ｂ⑥ 

   Rosaceae ﾁﾝｸﾞﾙﾏ Geum pentapetalum ⑤ｉ⑥ 

   Rosaceae ｲﾜｷﾝﾊﾞｲ Potentilla dickinsii ⑤ｂ 

   Rosaceae ｷﾝﾛﾊﾞｲ Potentilla fruticosa  ②⑥⑦ 

   Rosaceae ﾁｼﾏｷﾝﾊﾞｲ Potentilla megalantha ⑤ｆ⑦ 

   Rosaceae ﾒｱｶﾝｷﾝﾊﾞｲ Potentilla miyabei ①ｂ②⑤ｄ 

   Rosaceae 

ﾐﾈｻﾞｸﾗ 

(ﾁｼﾏｻﾞｸﾗ含む) Prunus nipponica ⑥ 
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   Rosaceae ｵｵﾀｶﾈﾊﾞﾗ Rosa acicularis ⑥⑦ 

   Rosaceae ｶﾗﾌﾄｲﾊﾞﾗ Rosa davurica ⑥⑦ 

   Rosaceae ｺｶﾞﾈｲﾁｺﾞ Rubus pedatus ⑥ 

   Rosaceae 

ﾀｶﾈﾄｳｳﾁｿｳ 

(ｹﾄｳｳﾁｿｳ含む) Sanguisorba stipulata ⑤ｄ⑥ 

   Rosaceae ﾏﾙﾊﾞｼﾓﾂｹ Spiraea betulifolia  ⑤ｄ⑥ 

   Rosaceae ｴｿﾞﾉﾏﾙﾊﾞｼﾓﾂｹ Spiraea betulifolia var. aemiliana ⑤ｄ⑥ 

   Rosaceae 

ｴｿﾞｼﾓﾂｹ 

(ｴｿﾞﾉｼﾛﾊﾞﾅｼﾓﾂｹ) Spiraea media var. sericea ⑥ 

   Rosaceae ﾎｻﾞｷｼﾓﾂｹ Spiraea salicifolia ⑥ 

  ﾏﾒ Leguminosae ｾﾝﾀﾞｲﾊｷﾞ Thermopsis lupinoides ⑤ｆ⑥ 

    Leguminosae ｼｬｼﾞｸｿｳ Trifolium lupinaster ①c北限②⑤ｆ⑥

  ﾌｳﾛｿｳ Geraniaceae ﾁｼﾏﾌｳﾛ(ﾄｶﾁﾌｳﾛ) Geranium erianthum ⑥ 

   Geraniaceae ｲﾁｹﾞﾌｳﾛ Geranium sibiricum var. glabrius ⑥ 

   Geraniaceae ｴｿﾞﾌｳﾛ Geranium yesoense ⑥ 

   Geraniaceae ﾊﾏﾌｳﾛ Geranium yesoense var. pseudo-palustre ⑥ 

  ｽﾐﾚ Violaceae ｳｽﾊﾞｽﾐﾚ Viola blandaeformis ②⑥ 

    Violaceae 

ﾁｼﾏｳｽﾊﾞｽﾐﾚ 

(ｹｳｽﾊﾞｽﾐﾚ) Viola hultenii ⑤ｊ⑥ 

  ｱｶﾊﾞﾅ Onagraceae ﾐﾔﾏｱｶﾊﾞﾅ Epilobium foucaudianum ⑤ｉｋ 

   Onagraceae ｴｿﾞｱｶﾊﾞﾅ Epilobium montanum ⑤ｋ 

  ﾐｽﾞｷ Cornaceae ｺﾞｾﾞﾝﾀﾁﾊﾞﾅ Cornus canadensis ⑥ 

    Cornaceae ｴｿﾞｺﾞｾﾞﾝﾀﾁﾊﾞﾅ Cornus suecica ②⑥ 

  ｾﾘ Umbelliferae ｶﾗﾌﾄﾆﾝｼﾞﾝ Conioselinum kamtschaticum ⑥ 

   Umbelliferae 

ﾊｸｻﾝﾎﾞｳﾌｳ 

(ｴｿﾞﾉﾊｸｻﾝﾎﾞｳﾌｳ) Peucedanum multivittatum ⑤ｉ６ 

   Umbelliferae ｼﾗﾈﾆﾝｼﾞﾝ Tilingia ajanensis ⑤ｊ 

種子植物門 
ｲﾜｳﾒ Diapensiaceae ｲﾜｳﾒ Diapensia lapponica var. obovata ⑤ｂ⑥ 

 被子植物亜門 
ｲﾁﾔｸｿｳ Pyrolaceae ｷﾞﾝﾘｮｳｿｳ Monotropastrum globosum ④ｃ 

  双子葉植物綱 
 Pyrolaceae ｺｲﾁﾔｸｿｳ Pyrola secunda ②⑥ 

   合弁花亜綱 
 Pyrolaceae ｺﾊﾞﾉｲﾁﾔｸｿｳ Pyrola alpina ⑥⑦ 

   Pyrolaceae ｼﾞﾝﾖｳｲﾁﾔｸｿｳ Pyrola renifolia ②⑥ 

  ﾂﾂｼﾞ Ericaceae ﾋﾒｼｬｸﾅｹﾞ Andromeda polifolia ⑤ｂｊ⑥ 

    Ericaceae ｺﾒﾊﾞﾂｶﾞｻﾞｸﾗ Arcterica nana ⑤ｇ⑥ 

    Ericaceae ｳﾗｼﾏﾂﾂｼﾞ Arctous alpinus var. japonicus ⑤ｇ⑥ 

    Ericaceae ﾁｼﾏﾂｶﾞｻﾞｸﾗ Bryanthus gmelinii ②⑤ｇ 

    Ericaceae ｲﾜﾋｹﾞ Cassiope lycopodioides ⑤ｂ 

    Ericaceae ｼﾗﾀﾏﾉｷ Gaultheria miqueliana ⑥ 

    Ericaceae ｼﾞﾑｶﾃﾞ Harrimanella stelleriana ⑤ｂ 

    Ericaceae ﾋﾒｲｿﾂﾂｼﾞ Ledum palustre var. decumbens ⑤ｊ⑥ 

    Ericaceae ｲｿﾂﾂｼﾞ(ｴｿﾞｲｿﾂﾂｼﾞ) Ledum palustre var. diversipilosum  ⑤ｊ⑥ 

    Ericaceae ﾐﾈｽﾞｵｳ Loiseleuria procumbens ⑤ｇ⑥ 

    Ericaceae ｱｵﾉﾂｶﾞｻﾞｸﾗ Phyllodoce aleutica ⑤ｊ⑥ 

    Ericaceae ｴｿﾞﾉﾂｶﾞｻﾞｸﾗ Phyllodoce caerulea ⑤ｊ⑥ 

    Ericaceae ﾅｶﾞﾊﾞﾂｶﾞｻﾞｸﾗ 
Phyllodoce nipponica  

 var. oblongo-ovata ①ｂ②⑤ｂ 

    Ericaceae ｷﾊﾞﾅｼｬｸﾅｹﾞ Rhododendron aureum ⑤ｇｉ⑥ 
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    Ericaceae 

ﾊｸｻﾝｼｬｸﾅｹﾞ(ｼﾛﾊﾞﾅｼｬｸﾅ

ｹﾞ、ｴｿﾞｼｬｸﾅｹﾞ含む) Rhododendron brachycarpum ⑥⑦ 

    Ericaceae ｴｿﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron camtschaticum ⑤ｂｇ⑥ 

    Ericaceae ﾐﾔﾏﾎﾂﾂｼﾞ Tripetaleia bracteata ⑥ 

    Ericaceae ﾋﾒﾂﾙｺｹﾓﾓ Vaccinium microcarpum ⑤ｊ 

    Ericaceae ﾂﾙｺｹﾓﾓ Vaccinium oxycoccus ⑤ｊ 

    Ericaceae ｲﾜﾂﾂｼﾞ Vaccinium praestans ②⑦ 

    Ericaceae ｸﾛﾏﾒﾉｷ Vaccinium uliginosum ④ａ⑥ 

    Ericaceae ｺｹﾓﾓ Vaccinium vitis-idaea ⑥⑦ 

  ｶﾞﾝｺｳﾗﾝ Empetraceae ｶﾞﾝｺｳﾗﾝ Empetrum nigrum var. japonicum ④ａ⑤ｇ⑥⑦ 

  ｻｸﾗｿｳ Primulaceae ｳﾐﾐﾄﾞﾘ(ｼｵﾏﾂﾊﾞ) Glaux maritima var. obtusifolia ⑤ｅ⑥ 

    Primulaceae ﾔﾅｷﾞﾄﾗﾉｵ Lysimachia thyrsiflora ⑤ｊ⑥ 

    Primulaceae 

ｴｿﾞｺｻﾞｸﾗ 

(ﾘｼﾘｺｻﾞｸﾗ) Primula cuneifolia ⑤ｉ⑥ 

    Primulaceae ｴｿﾞｵｵｻｸﾗｿｳ Primula jesoana var. pubescense ①ｂ⑤ｅｉ⑦ 

    Primulaceae ﾕｷﾜﾘｺｻﾞｸﾗ Primula modesta var. fauriei ②⑤ｂ⑦ 

    Primulaceae ﾂﾏﾄﾘｿｳ Trientalis europaea var. europaea ⑥ 

    Primulaceae ｺﾂﾏﾄﾘｿｳ Trientalis europaea var. arctica ⑤ｊ 

  ﾘﾝﾄﾞｳ Gentianaceae ﾐﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ Gentiana nipponica ⑤ｉ 

   Gentianaceae ｴｿﾞﾘﾝﾄﾞｳ Gentiana triflora var. japonica ⑤ｊ⑥⑦ 

   Gentianaceae ﾎﾛﾑｲﾘﾝﾄﾞｳ Gentiana triflora var. horomuiensis ⑤ｊ⑥⑦ 

   Gentianaceae ｴｿﾞｵﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ Gentiana triflora var. montana ⑥⑦ 

   Gentianaceae ﾁｼﾏﾘﾝﾄﾞｳ Gentianella auriculata ②⑤ｇ 

   Gentianaceae ﾊﾅｲｶﾘ Halenia corniculata ⑤ｄｇ 

   Gentianaceae ﾁｼﾏｾﾝﾌﾞﾘ Swertia tetrapetala ⑤ｆ⑥ 

   Gentianaceae ﾀｶﾈｾﾝﾌﾞﾘ Swertia micrantha ⑤ｄｇ⑥ 

  ﾐﾂｶﾞｼﾜ Menyanthaceae ﾐﾂｶﾞｼﾜ Menyanthes trifoliata ⑤ｊｋ⑥ 

  ﾑﾗｻｷ Boraginaceae ﾊﾏﾍﾞﾝｹｲｿｳ Mertensia asiatica ⑤ｆ⑥ 

   Boraginaceae ｴｿﾞﾙﾘｿｳ Mertensia pterocarpa var. yezoensis ①ｂ⑤ｂｄ⑦ 

   Boraginaceae ｴｿﾞﾑﾗｻｷ Myosotis sylvatica ⑥⑦ 

  ｼｿ Labiatae ﾑｼｬﾘﾝﾄﾞｳ Dracocephalum argunense ②⑥⑦ 

    Labiatae ｴｿﾞﾀﾂﾅﾐｿｳ Scutellaria pekinensis var. ussuriensis ②⑥⑦ 

    Labiatae ｲﾌﾞｷｼﾞｬｺｳｿｳ Thymus quinquecostatus ⑤ｂｄｇ⑦ 

  ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ Scrophulariaceae ﾐﾔﾏｼｵｶﾞﾏ Pedicularis apodochila ⑤ｇ⑥ 

   Scrophulariaceae ﾈﾑﾛｼｵｶﾞﾏ Pedicularis schistostolegia ②⑥ 

   Scrophulariaceae 

ｴｿﾞｼｵｶﾞﾏ 

(ﾋﾞﾛｰﾄﾞｴｿﾞｼｵｶﾞﾏ含む) Pedicularis yezoensis ⑤ｅｉ⑥ 

   Scrophulariaceae ｲﾜﾌﾞｸﾛ(ﾀﾙﾏｴｿｳ) Pentstemon frutescens ⑤ａｄ 

   Scrophulariaceae 

ｷｸﾊﾞｸﾜｶﾞﾀ(ｼﾗｹﾞｷｸﾊﾞｸﾜｶﾞﾀ、

ﾎｿﾊﾞｷｸﾊﾞｸﾜｶﾞﾀ含む) Veronica schmidtiana ①ｂ②⑤ｂ 

   Scrophulariaceae ｴｿﾞﾋﾒｸﾜｶﾞﾀ Veronica stelleri var. longistyla ⑤ｉ⑥ 

  ﾊﾏｳﾂﾎﾞ Orobanchaceae ﾊﾏｳﾂﾎﾞ Orobanche coerulescens ②⑤ｆ 

  ﾀﾇｷﾓ Lentibulariaceae ﾑｼﾄﾘｽﾐﾚ Pinguicula vulgaris  ④ｂ⑥ 

  ｽｲｶｽﾞﾗ Caprifoliaceae ﾘﾝﾈｿｳ Linnaea borealis ⑥⑦ 

    Caprifoliaceae ｹﾖﾉﾐ Lonicera caerulea var. edulis ⑥ 

    Caprifoliaceae ﾈﾑﾛﾌﾞｼﾀﾞﾏ Lonicera chrysantha  ②⑥ 
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  科 名 科学名 種  名 学       名 指定理由 

    Caprifoliaceae ｳｺﾝｳﾂｷﾞ Weigela middendorffiana ⑥ 

  ｵﾐﾅｴｼ Valerianaceae ﾏﾙﾊﾞｷﾝﾚｲｶ Patrinia gibbosa ②⑥ 

  ｷｷｮｳ Campanulaceae ﾓｲﾜｼｬｼﾞﾝ 
Adenophora pereskiaefolia  
var. heterotricha ①b②⑥ 

    Campanulaceae ﾁｼﾏｷﾞｷｮｳ Campanula dasyantha ⑤bg⑥ 

    Campanulaceae ｲﾜｷﾞｷｮｳ Campanula lasiocarpa ⑤ｉ⑥ 

    Campanulaceae ｻﾜｷﾞｷｮｳ Lobelia sessilifolia ⑤ｊｋ⑥ 

  ｷｸ Compositae ｴｿﾞﾉｺｷﾞﾘｿｳ Achillea ptarmica var. macrocephala ⑥ 

   Compositae 

ｳｻｷﾞｷﾞｸ 

(ｴｿﾞｳｻｷﾞｷﾞｸ含む) Arnica unalascensis var. tschonoskyi ⑤ｊ⑥ 

   Compositae 

ｻﾏﾆﾖﾓｷﾞ 

(ｼﾛｻﾏﾆﾖﾓｷﾞ含む) Artemisia arctica  ②⑤ｇ⑥ 

   Compositae ｲﾜﾖﾓｷﾞ(ｶﾑｲﾖﾓｷﾞ) Artemisia iwayomogi ②⑤ｆ 

   Compositae 

ｵｵﾜﾀﾖﾓｷﾞ 

(ﾋﾛﾊｳﾗｼﾞﾛﾖﾓｷﾞ) Artemisia koidzumii var. koidzumii ①ｂ 

   Compositae ｱｻｷﾞﾘｿｳ Artemisia schmidtiana ⑤bd⑥⑦ 

   Compositae 

ｺﾊﾏｷﾞｸ 

(ﾁｼﾏｺﾊﾏｷﾞｸ含む) Chrysanthemum yezoense ②⑤ｆ⑥⑦ 

   Compositae ｴｿﾞﾑｶｼﾖﾓｷﾞ Erigeron acris ⑤d⑥⑦ 

   Compositae ﾐﾔﾏｱｽﾞﾏｷﾞｸ Erigeron thunbergii var. glabratus ②⑤ｉ⑥ 

   Compositae 

ｴｿﾞｳｽﾕｷｿｳ 

(ﾚﾌﾞﾝｳｽﾕｷｿｳ) Leontopodium discolor ①a②⑤g⑥⑦ 

   Compositae ﾄｳｹﾞﾌﾞｷ Ligularia hodgsonii ⑥ 

   Compositae ｼｶｷﾞｸ Matricaria tetragonosperma ⑤f⑥⑦ 

   Compositae 

ｶﾝﾁｺｳｿﾞﾘﾅ 

(ﾀｶﾈｺｳｿﾞﾘﾅ) Picris hieracioides var. alpina ⑤d⑥ 

   Compositae ﾅｶﾞﾊﾞｷﾀｱｻﾞﾐ Saussurea riederi var. yezoensis ①b⑥ 

   Compositae ｴｿﾞｵｸﾞﾙﾏ Senecio pseudo-arnica ⑤f⑥ 

   Compositae 

ﾐﾔﾏｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ 

(ｺｶﾞﾈｷﾞｸ) 

(ｷﾘｶﾞﾐﾈｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ含む) Solidago virga-aurea var. leiocarpa ⑥⑦ 

   Compositae ｴｿﾞﾖﾓｷﾞｷﾞｸ Chrysanthemum vulgare var. boreale ①c南限 

   Compositae ｼｺﾀﾝﾀﾝﾎﾟﾎﾟ Taraxacum shikotanense ①b⑥ 

種子植物門 
ﾕﾘ Liliaceae ｴｿﾞﾈｷﾞ(ｴｿﾞｱｻﾂｷ) 

Allium schoenoprasum  
var. schoenoprasum ②⑥⑦ 

 被子植物亜門 
  Liliaceae ﾐﾔﾏﾗｯｷｮｳ Allium splendens ②⑤d⑥ 

  単子葉植物綱 
  Liliaceae ﾂﾊﾞﾒｵﾓﾄ Clintonia udensis ②⑥ 

  
  Liliaceae ｸﾛﾕﾘ Fritillaria camtshatcensis subsp. camtschatcensis ②⑥⑦ 

  
  Liliaceae ｷﾊﾞﾅﾉｱﾏﾅ Gagea lutea ②⑥⑦ 

  
  Liliaceae ｴｿﾞﾋﾒｱﾏﾅ Gagea vaginata ①b② 

  
  Liliaceae ｴｿﾞｷｽｹﾞ Hemerocallis yezoensis ⑥ 

  
  Liliaceae 

ﾆｯｺｳｷｽｹﾞ 

(ｾﾞﾝﾃｲｶ、ｴｿﾞｾﾞﾝﾃｲｶ) Hemerocallis dumortieri var. esculenta ⑤j⑥ 

  
  Liliaceae ﾀﾁｷﾞﾎﾞｳｼ Hosta rectifolia var. rectifolia ⑥ 

  
  Liliaceae ｴｿﾞｽｶｼﾕﾘ Lilium maculatum var. dauricum ⑤f⑥⑦ 

  
  Liliaceae ｸﾙﾏﾕﾘ Lilium medeoloides ②⑥ 

  
  Liliaceae ﾁｼﾏｱﾏﾅ Lloydia serotina ⑤bg 

  
  Liliaceae 

ﾁｼﾏｾﾞｷｼｮｳ 

(ﾘｼﾘｾﾞｷｼｮｳ) Tofieldia coccinea ⑤gi⑥⑦ 

  
  Liliaceae ｵｵﾊﾞﾅﾉｴﾝﾚｲｿｳ Trillium kamtschaticum ②⑥⑦ 

  
  Liliaceae ｴﾝﾚｲｿｳ Trillium smallii ②⑥⑦ 

  
  Liliaceae 

ﾐﾔﾏｴﾝﾚｲｿｳ 

(ｼﾛﾊﾞﾅｴﾝﾚｲｿｳ) Trillium tschonoskii ②⑥⑦ 

  
ｱﾔﾒ Iridaceae ﾋｵｳｷﾞｱﾔﾒ Iris setosa ⑤j⑥⑦ 
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  Juncaceae 

ﾀｶﾈｽｽﾞﾒﾉﾋｴ 

(ﾐﾔﾏｽｽﾞﾒﾉﾋｴ) Luzula oligantha ⑤g⑥ 

  
ｲﾈ Gramineae ﾐﾔﾏﾇｶﾎﾞ Agrostis flaccida ⑤g⑥ 

  
 Gramineae ｺﾐﾔﾏﾇｶﾎﾞ Agrostis mertensii ⑤e 

  
 Gramineae ﾐﾔﾏﾉｶﾞﾘﾔｽ Calamagrostis purpurascens ⑤g⑥ 

  
 Gramineae ﾀｶﾈｺﾒｽｽｷ 

Deschampsia atropurpurea  
var. paramushirensis ①a⑤g 

  
 Gramineae ﾐﾔﾏｺｳﾎﾞｳ Hierochloe alpina ⑤gi⑥ 

  
 Gramineae 

ﾁｼﾏｶﾆﾂﾘ 

(ｶﾆﾂﾘｽｽｷ) Trisetum sibiricum ⑥ 

  
ｻﾄｲﾓ Araceae ﾋﾒｶｲｳ Calla palustris ②⑤k⑥⑦ 

  
ﾐｸﾘ Sparganiaceae ﾁｼﾏﾐｸﾘ(ﾀｶﾈﾐｸﾘ) Sparganium hyperboreum ①a②⑤k⑥ 

  
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ Cyperaceae ﾐﾔﾏｸﾛｽｹﾞ Carex flavocuspis ⑤dg⑥ 

  
  Cyperaceae ﾈﾑﾛｽｹﾞ Carex gmelinii ⑤f⑥ 

  
  Cyperaceae ｲﾄｷﾝｽｹﾞ Carex hakkodensis ⑤ｉk⑥ 

  
  Cyperaceae ﾔﾁｽｹﾞ Carex limosa ⑤j⑥ 

  
  Cyperaceae ﾎﾛﾑｲｽｹﾞ Carex middendorffii ⑤j⑥ 

  
  Cyperaceae ｷﾝｽｹﾞ Carex pyrenaica ⑤ｉ⑥ 

  
  Cyperaceae ﾀｲｾﾂｲﾜｽｹﾞ Carex stenantha var. taisetsuensis ④a⑤d⑥ 

  
  Cyperaceae ﾋﾒｳｼｵｽｹﾞ Carex subspathacea ②⑤l⑥ 

  
  Cyperaceae ﾜﾀｽｹﾞ Eriophorum vaginatum ②⑤j⑥ 

  
  Cyperaceae ﾀｶﾈｸﾛｽｹﾞ Scirpus maximowiczii ⑤k 

  
ﾗﾝ Orchidaceae ｻﾙﾒﾝｴﾋﾞﾈ Calanthe tricarimata ②⑥⑦ 

  
  Orchidaceae ｻｲﾊｲﾗﾝ Cremastra appendiculata ⑥⑦ 

  
  Orchidaceae ｱｹﾎﾞﾉｼｭｽﾗﾝ Goodyera maximowiczianum ②⑥⑦ 

  
  Orchidaceae ﾋﾒﾐﾔﾏｳｽﾞﾗ Goodyera repens ②⑦ 

  
  Orchidaceae ﾉﾋﾞﾈﾁﾄﾞﾘ Gymnadenia camtschatica ②⑥ 

  
  Orchidaceae ｽｽﾞﾑｼｿｳ Liparis makinoana ②⑥⑦ 

  
  Orchidaceae ﾌﾀﾊﾞﾗﾝ(ｺﾌﾀﾊﾞﾗﾝ) Listera cordata subsp. japonica ⑥ 

  
  Orchidaceae ｻｶﾈﾗﾝ Neottia nidus-avis  ②④c 

  
  Orchidaceae 

ﾊｸｻﾝﾁﾄﾞﾘ 

(ｳｽﾞﾗﾊﾞﾊｸｻﾝﾁﾄﾞﾘ含む) Dactyrorchis aristata ⑤ｉ⑥ 

  
  Orchidaceae ｺｹｲﾗﾝ Oreorchis patens ②⑥⑦ 

  
  Orchidaceae ﾐｽﾞﾁﾄﾞﾘ Platanthera hologlottis ⑤ｊｋ⑥ 

  
  Orchidaceae ｴｿﾞﾁﾄﾞﾘ Platanthera metabifolia ①c南限② 

  
  Orchidaceae ﾐﾔﾏﾁﾄﾞﾘ(ﾆｯｺｳﾁﾄﾞﾘ) Platanthera takedae ②⑥ 

  
  Orchidaceae ﾎｿﾊﾞﾉｷｿﾁﾄﾞﾘ Platanthera tipuloides ②⑥ 

  ﾋｶﾘｺﾞｹ   ﾋｶﾘｺﾞｹ Schistostega osmundacea ② 

      ﾐｽﾞｺﾞｹ属 Sphagnum ⑥ 

 

１ 表中で③とあるのは、当該国立、国定公園で指定され、かつ当該公園にタイプロカ

リティが含まれることを表わす。 

２ 表中で①c(S)または①c(N)とあるのは、当該国立、国定公園がそれぞれ南限または

北限(もしくはそれに近い地域)であることを表わす。 
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選定基準 
① 分布の特殊性を有する種 

 a 固有種（分布の範囲が数地点に限定されている植物）隔離種 

 b 準固有種（分布の範囲が地域的に限定されている植物) 

 c 分布限界種(日本における北限種、南限種となっている植物) 

② 稀少種(日本において特に個体数が少ない植物) 

③ 当該公園をタイプロカリティ-(原標本の生育地)とする種 

④ 他の生物と共存関係にある種 

 a 貴重な動物(高山蝶等)の生息域にあって、当該動物と密接な種間関係(食草等）にある植物 

  b 食虫植物 

  c 腐生植物（林床に堆積した未分解の粗腐植上に限って生育する。） 

  d 着生（樹上）植物（亜熱帯ラン、常緑シダ等姿態が美しい。） 

⑤ 極端な生育立地条件地に生育する種 

  
a 

 

火山（崩壊斜面、熔岩地等に立地し、移動砂礫、降灰、噴出ガスなどの複合された自然環境に耐え

て生育する。） 

  
b 

 

岩壁、岩隙地（岩隙に堆積したわずかな土壌と上方から流下する雨水に含まれる養分等によりかろ

うじて生育する。） 

  
c 

 

特殊岩石地（石灰岩、超塩基性岩地（蛇紋岩地）に生育する植物で、土壌層の発達が悪く、母岩の

含有成分による特殊条件により、他の植物の侵入がはばまれ遺存種が多い。） 

  d 崩壊性砂礫地（高山帯の雪崩斜面、海岸の風衝地等の風化した不安定な岩屑地に生育する。） 

  
e 

 

多雪地、雪崩斜面（雪崩圧に抵抗力のある高茎の草本は美しい花をつけるものが多く、７、８月の

わずかな期間に一斉に開花し、単調な亜高山帯に色どりをそえる。） 

  
ｆ 

 

海岸段丘、砂丘、（海からの強い風衝作用、紫外線を受けるため、発達した根群とクチクラ層で覆わ

れた肥厚した茎葉をそなえた耐塩、耐乾構造をもつ特殊な植物のみが生育する。） 

  
g 

 

風衝地（風衝地は植物の蒸散作用に著しい影響を与え、矮性低木（潅木）群落が発達し、極端な風

衝作用地は風衝草原となる。） 

  h 風穴（通年洞内からの冷気が流出し、高山性の植物が生育する。） 

  
i 

 

雪田周辺（多量の雪が夏季遅くまで残る雪田地帯では、矮性低木（潅木）群落から雪田底のコケ植

物群落までいくつかの植物群落が帯状に配列する。） 

  

ｊ 

 

 

高層湿原、中間湿原（常に水によって飽和され、酸素の供給が少ないため、樹木は侵入できず、ご

く限られた草本植物による湿原群落が形成される。立地は排水不良で周辺部からの無機栄養分の少

ない、強酸性の特性を持つ。） 

  

k 

 

 

 

地塘、流水縁（地塘は亜高山の多雪地に発達し、高層および中間湿原から浸出した水質は、有機質

を多く含むが、酸性で低温なため貧養である。ここには貧養立地生の浮葉植物が生育する。一方、

湿原の中を流れる川の水辺では、酸素含有の多い水と無機栄養に恵まれ、周辺の植生とは全く異な

る植生が発達する。） 

  
l 

 

塩沼地（泥湿地において、定期的な海水の干満を受ける場所に生育する植物は、海水の浸漬に耐え

られる少数の塩生植物に限られる。） 

⑥ 景観構成に主要な種（特に、きれいな花が群落として一斉に開花し、春、夏、秋の季観を構成する植物）

⑦ 

 

観賞用種及び園芸業者、薬種業者、マニア採取種（専門家による採取の対象となる商品的価値のきわめ

て高い植物） 
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４．（２）過去の経緯 
 
昭和３９年６月１日 公園区域の指定、公園計画の決定、特別地域の指定、特別

保護地区の指定 

昭和４３年８月２３日 羅臼温泉集団施設地区の指定及び詳細計画の決定 

昭和５５年２月４日 遠音別岳原生自然環境保全地域指定に伴う公園区域、特別

地域の区域、特別保護地区の区域の一部削除及び公園計画

の一部変更 

昭和５９年６月１５日 再検討による公園区域、公園計画、特別地域の区域、特別

保護地区の区域の変更 

平成２年１２月１日 車馬乗り入れ規制地域の指定 

平成７年２月２１日 公園計画、特別地域の区域、特別保護地区の区域の一部変

更 

平成１５年８月２０日  公園計画の変更（利用施設計画（歩道）の追加） 
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４－Ｄ 地域管理経営計画（抜粋） 

 

１ 網走東部森林計画区 

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 

(１) 国有林野の管理経営の基本方針 

 本計画の対象は、網走東部森林計画区の国有林野２４４千haである。 

 

（計画区の森林の概要）              （単位：千ha） 

森林面積 流域面積 

 国有林 その他の森林

森林率 

 (%) 

国有林野率 

  (%) 

 ５９５ ３９６ ２４４ １５２ ６７ ６２ 

 

 当該計画区は網走支庁の東部に位置し、国有林野はトドマツ、エゾマツ等の針葉樹や

ミズナラ、シナノキ、カンバ類等の広葉樹からなる天然林１４６千haとトドマツ、カラ

マツ、アカエゾマツ等の人工林７４千ha、その他２４千haからなり、その一部は知床国

立公園、阿寒国定公園、網走国定公園、斜里岳道立自然公園に指定されているほか、知

床半島は知床森林生態系保護地域の指定地となっている。 

 （中略） 

 本計画では、森林の有する公益的機能の発揮への期待の高まり、とりわけ地球温暖化

の防止や生物多様性の確保等の観点から地球的規模で森林を持続的に利用するという認

識が急速に高まるとともに、森林とのふれあいに対する期待が高まるなど、森林に対す

る国民の要請が多様化してきている中で、 

 ① 国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわ

せて、 

 ② 林産物の持続的かつ計画的な供給、 

 ③ 国有林野の活用によりその所在する地域の産業振興又は住民の福祉の向上に寄与

する 

ことを目標とし、 

 第一に公益的機能の維持増進を旨とする管理経営を推進し、国民の要請に適切に対応

するため、国有林野を重点的に発揮させるべき機能によって類型化し、機能類型に応じ

た適切な森林施業及び森林管理を推進する。 

 （中略） 

 具体的には個々の国有林野を重点的に発揮させるべき機能によって、国土の保全や水

源かん養を目的とする「水土保全林」、豊かな生態系の維持・保存や森林レクリエーシ

ョン利用を目的とする「森林と人との共生林」及び木材を安定的かつ効率的に供給する

「資源の循環利用林」の３つに類型区分し（表１）、それぞれの目的に応じて次のよう

な管理経営を行うこととする。 
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表１ 国有林の機能類型区分 

機能類型 機能類型の考え方 管理経営の考え方 

 

水土保全林 

土砂の流出・崩壊の防備、水源かん養

タイプのかん養など安全で快適な国民

生活を確保することを重視する森林 

樹根や表土の保全、下層植生の発

達が期待される育成複層林施業、

長伐期施業等の推進 

 

森林と人との

共生林 

原生的な森林生態系等貴重な自然環境

の保全、国民と自然とのふれあいの場

としての利用を図ることを重視する森

林 

野生生物の生育・生息する森林の

保護・整備、森林浴や自然観察等

の保健・文化・教育的な活動の場

の整備、自然景観の維持等 

 

資源の循環利

用林 

環境に対する負荷が少ない素材である

木材の効率的な生産を行うことを重視

する森林 

森林の健全性を確保し、多様化す

る木材需要に応じた林木を育成す

るための適切な更新、保育及び間

伐の推進 

 （中略） 

 

エ 斜里川等集水域 

 当集水域は清里・札弦、緑・川本、斜里・越川、峰浜、ウトロにわたる地域であり、

森林は里山にカラマツ、トドマツ等の人工林、山岳中腹部及び知床半島の中低部はト

ドマツ、エゾマツ等の針葉樹やミズナラ、シナノキ、カンバ類等の広葉樹の混交する

天然林が広がっている。 

 知床半島の大半は原生的な天然林であり、これを保存することにより森林生態系と

して自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保全を図るとともに、森林施業・

管理技術の発展、学術研究等に役立てることを目的として、知床森林生態系保護地域

としており、自然環境の維持を図ることが期待されている森林となっている。 

 

(２) 機能類型に応じた管理経営に関する事項 

 （中略） 

② 森林と人との共生林における管理経営の指針その他森林と人との共生林に関する事

項 

 森林と人との共生林は、自然維持タイプと森林空間利用タイプの２つに区分して取

り扱うこととする。 

 なお、当計画区においては、森林と人との共生林のうち自然維持タイプが７０％、

森林空間利用タイプが３０％となっている。 

ア 自然維持タイプ 

自然維持タイプの国有林野は、原則として自然の推移に委ねることとし、野生生物

の生息・生育環境の保全等に配慮した管理経営を行う。ただし、現状の登山道等の施

設については、周辺の植生に影響を及ぼさないよう適切な利用と修理等を行うことと

する。 

また、自然維持タイプの森林のうち原生的な森林生態系からなる森林や貴重な野生
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動物の生息・生育に資するために必要な森林、遺伝資源の保存に必要な森林等を保護

林として設定しており、設定目的に応じた適切な管理経営を行う。具体的には、別冊

「森林の管理経営の指針」のⅢの２の(1)により取り扱う。 

 （中略） 

 

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項 

(１) 巡視に関する事項 

① 山火事防止等の森林保全巡視 

当計画区は、知床国立公園、網走国定公園等もあり、森林を利用したレクリエーシ

ョン、保健休養の場として森林への入込利用者が多くなっている。特に、春は山菜採

りのシーズンと乾燥期、フェーン現象による高温、強風などが重なり山火事の発生の

危険が増大する。 

このため、網走地区林野火災予消防対策協議会、地元住民等との連携を図り山火事

防止の宣伝、啓発活動を行うとともに、森林保全巡視を強化し山火事の防止に万全を

期すものとする。 

また、林野巡視に当たり、野生生物の生息・生育状況、森林病虫獣害の発生状況、

各種標識の設置状況等を把握し適切な措置を講ずることにより、国有林野の保全管理

に努める。 

さらに、知床森林生態系保護地域等の森林の保全管理に当たっては、地域のボラン

ティア団体等の協力を得ながら保護活動の実施に努める。 

 （中略） 

 

(３) 特に保護を図るべき森林に関する事項 

 当計画区には知床森林生態系保護地域をはじめ貴重な森林生態系や植物群落等が多数

存在するため、３３箇所を保護林に設定しており、設定目的に応じた適切な保護管理を

図っていくこととする。 

 また、知床森林生態系保護地域と斜里岳・海別岳・遠音別岳植物群落保護林を結ぶ「緑

の回廊（コリドー）」の設定により、貴重な野生生物等の広域化や相互交流を図りより

効果的な森林生態系の保全を図る。 

 さらに、入林者の影響等による植生の荒廃の防止、回復のための措置が必要な箇所に

ついては関係機関等との連携を図り適切に対処するとともに、立入が可能な区域におい

ては、学習の場等として多くの国民が利用できるよう歩道等の整備に努めるほか、森林

生態系に関する知識の普及啓発に努める。 

 このほか、保護林を学術研究のフィールドとして提供するなど、積極的な情報提供に

努める。 
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（参考） 

森林の管理経営の指針（網走東部森林計画区）抜粋 
 

Ⅲ 機能類型ごとの基準 

２ 森林と人との共生林 

(１) 自然維持タイプ 

 自然維持タイプについては、良好な自然環境を保持する森林、学術的に貴重な動植物

の生息に適している森林等を目標として、保護を図るべき森林生態系、動植物等の特性

に応じ、次の事項に留意して、保全すべき環境の維持・形成を図るために必要な管理経

営（人為を排した取り扱いを含む。）を行う。 

ア 施業方法 

 施業方法は、原則として天然生林施業とする。 

イ 伐採 

 伐採は次の場合を除き行わない。 

 (ア) 保護を図るべき動植物の生態的特性に応じた生息又は生育環境を維持・造成

するために行う伐採 

 (イ) 遷移の途中相にある林分の現状維持のために行う伐採 

 (ウ) 学術研究を目的として行う伐採 

 (エ) 歩道等の軽微な施設又は当該施設の利用に支障のある木竹の伐採 

 (オ) 人工林の間伐 

 (カ) その他被害木の伐採等機能維持を図るために必要な伐採 

ウ 施設の整備 

 (ア) 保全すべき環境の悪化をきたさないよう十分に配慮しつつ、必要に応じ、自

然環境の保全に必要な管理のための路網の整備を行う。 

 (イ) 自然の推移に委ねて保存する原生的天然林の周囲の森林等において、必要に

応じ、国土の保全の機能を維持するための治山施設の整備等を行う。 

 (ウ) 保護林については、必要に応じ、標識類の設置を行う。 

エ 保護・管理 

 (ア) 巡視に当たっては、特に、貴重な動植物の生息・生育の状況及びその環境の

把握に努める。 

 (イ) 保護林については、必要に応じモニタリング、山火事警防、啓蒙普及活動等

を行う。 

オ 保護林の取扱い 

 保護林については、上記のア～エによるほか、次に掲げる保護林の種類別の取り扱

いの基準によることを基本とする。 

 (ア) 森林生態系保護地域 

① 保存地区の森林については、原則として人手を加えず、自然の推移に委ね

る。 

② 保全利用地区の森林については、保存地区の緩衝帯の役割を果たすよう、

原則的には伐採は行わないが、地元施設への被害の回避及び入込み者への危

険防止のための枯損木、被害木等の伐採は行うこととする。 
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２ 釧路根室森林計画区 

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 
 

（森林計画区の概要）                （単位：千ha） 

森林面積  

流域面積  国有林 その他の森林 

森林率 

 (%) 

国有林野率 

  (%) 

９４９ ５６０ ２８６ ２７４ ５９ ５１ 

 

(１) 国有林野の管理経営の基本方針 

 本計画の対象は、釧路根室森林計画区の国有林野２８６，０９９ｈａである。本計画

区は釧路・根室両支庁管内全域とし、北海道の東部に位置する。本計画区の国有林野は、

阿寒山系から知床山系に連なる山岳林、阿寒山系山麓から太平洋側に延びる丘陵状の山

岳林、太平洋沿い及び根釧台地の丘陵地並びに防風林に所在している。また、知床森林

生態系保護地域をはじめとして知床国立公園、阿寒国立公園、斜里岳道立自然公園、遠

音別岳原生自然環境保全地域及びラムサール条約登録湿地である別寒辺牛湿原等の指

定区域が含まれている。 

 （中略） 

 森林の有する公益的機能の発揮への期待の高まり、とりわけ地球温暖化の防止や生物

多様性の確保等の観点から地球的規模で森林を持続的に利用するという認識が急速に

広まるとともに、森林とのふれあいに対する期待が高まるなど、森林に対する国民の要

請が多様化してきている中で、本計画では、 

 ① 国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわ

せて、 

 ② 林産物を持続的かつ計画的に供給し、 

 ③ 国有林野の活用によりその所在する地域の産業振興又は住民の福祉の向上に寄

与すること 

を目標とし、国民の森林として管理経営を行っていくこととする。 

（中略） 

 具体的には、国有林の地域別の森林計画に定める公益的機能別施業森林の区域との整

合に留意しつつ、当該森林計画区の国有林野を国土の保全や水源かん養を目的とする

「水土保全林｣、豊かな生態系の維持・保全や森林レクリエーション利用を目的とする

「森林と人との共生林」及び木材を持続的かつ効率的に供給する「資源の循環利用林」

の３つに類型区分し、それぞれの目的に応じて管理経営を行うこととする。 

 （中略） 

 

イ 根室地域 

 当地域は、釧路根室森林計画区の東部に位置し、北部は羅臼岳、斜里岳等１，５

００ｍ級の山岳を擁する知床山系で網走東部森林計画区に接し、西部は釧路地域に

接し、南東部は根室半島を境に南に太平洋、東は根室海峡に接する。中央部には根



216 

釧台地の丘陵地が広がっており、防風林が格子状に配置されている。 

 当地域内の知床森林生態系保護地域、遠音別岳原生自然環境保全地域、阿寒、知

床国立公園の特別保護地区等については、原生的な天然林の維持・保存が期待され

ている。また、当地域内には、希少野生動物であるシマフクロウの生息が確認され

ている地区があり、その周辺の国有林については、特に生息環境の保全に努める必

要がある。これらの区域については、主に森林と人との共生林に区分して管理経営

を行うこととする。 

 

(２) 機能類型に応じた管理経営に関する事項 
 各機能類型に区分することにより、水源かん養機能の発揮を主体とした水土保全林が

全体の６１％、森林と人との共生林が３１％を占め、全体の９３％を公益林として管理

経営を行うこととする。 

 （中略） 

 ② 森林と人との共生林における管理経営の指針その他森林と人との共生林に関する

事項 

 森林と人との共生林は、自然維持タイプと森林空間利用タイプの２つに分けて扱

うこととする。 

 

ア 自然維持タイプ 

 自然維持タイプの国有林野は、原則として自然の推移に委ねることとし、野生生

物の生息・生育環境の保全等に配慮した管理経営を行う。現状の登山道のうち利用

状況から周辺の植生に影響を及ぼすおそれのある箇所については修理等を行い適切

な利用を促進する。 

 なお、自然維持タイプの森林のうち、原生的な森林生態系からなる森林や貴重な

野生動植物の生息・生育に資するために必要な森林、遺伝資源の保存に必要な森林

等を保護林として設定し、適切な管理経営に努めることとする。 

 具体的には、別冊「管理経営の指針」のⅢの２の（１）により取り扱う。 

 （中略） 

 

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項 

(１) 巡視に関する事項 

① 山火事防止等の森林保全巡視 

 本計画区は、レクリエーションを目的とした森林への入込み利用者が多く、特に山

菜取りのシーズンと乾燥期が重なり、山火事の発生の危険性が高まる。このため、地

元住民及び地元市町村等との連携を密にして、山火事防止の宣伝、啓発活動を行うと

ともに、森林保全巡視を適切に実施して山火事の防止に万全を期することとする。 

 また、森林巡視に当たり、野生生物の生息状況、森林病虫害や鳥獣害の発生状況、

各種標識の設置状況等を把握し適切な措置を講ずることにより、国有林野の保全管理

に努める。 

 （中略） 

 

(３) 特に保護を図るべき森林に関する事項 
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 本計画区は貴重な自然環境としての天然林等が多数存在するため、２９箇所の保護林

を設定しており、それぞれの設定目的に応じた適切な保護管理を行うこととする。 

 特に、シマフクロウの生息地を保護するために特定動物生息地保護林１箇所及び良好

な原生状態を保っている雄阿寒岳山麓一帯の森林について植物群落保護林１箇所を新た

に設定する。また、知床森林生態系保護地域と斜里岳、海別岳、遠音別岳の各植物群落

保護林を結ぶ「知床半島緑の回廊」においては、貴重な野生生物等の広域化や相互交流

を図り、より効果的に森林生態系の保全を図っていくこととする。 

 

注：管理経営の指針は網走東部森林計画区の指針に同じ 
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